
第１号様式（第３条関係） 

 

台東区個人情報ファイル簿（単票） 

 ファイル番号 3101 

個人情報ファイルの名称 町会役員受賞者一覧 

行政機関等の名称 台東区長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称（所管課） 
区民部区民課  

個人情報ファイルの利用目的 表彰の対象者を確認するために利用する。 

個人情報ファイルの保有開始日 ☑継続（令和５年４月１日以前） □新規（ 年 月 日） 

記録項目 １．表彰年度、２．町会名、３．氏名、４．氏名よみがな 

記録範囲 町会役員表彰受賞者 

記録情報の収集方法 推薦者から収集 

要配慮個人情報の有無 □有  ☑無 

記録情報の目的外利用の有無 □有  ☑無 

記録情報の経常的提供先の有無 □有  ☑無 

外部委託の有無 □有  ☑無 

特定個人情報の該当性 □該当する ☑該当しない 

個人番号の利用根拠（特定個人情報に該

当する場合のみ） 

□番号法第９条第１項：別表第１項番（  ） 

□番号法第９条第２項：根拠条例（           ） 

□番号法第９条第４項 

□その他（                     ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

【開示・訂正・利用停止請求先】 

（名 称）総務部 総務課 文書係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1055 

【個人情報ファイルの内容に関する連絡先】 

（名 称） 区民部 区民課 区民係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1122 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 

 

 

 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有  ☑無 
 



 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときは、その旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



第１号様式（第３条関係） 

 

台東区個人情報ファイル簿（単票） 

 ファイル番号 3102 

個人情報ファイルの名称 国民年金システム 

行政機関等の名称 台東区長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称（所管課） 
区民部区民課 

個人情報ファイルの利用目的 国民年金の適用及び給付事務を行うために利用する。 

個人情報ファイルの保有開始日 ☑継続（令和５年４月１日以前） □新規（ 年 月 日） 

記録項目 

1.氏名、2.住所、3.生年月日、4.性別、5.カナ氏名、6.国籍、

7.電話番号、8.世帯構成、9.続柄、10.住基異動事由、11.基礎

年金番号、12.年金被保険者記録、13.年金受給記録 

記録範囲 国民年金被保険者、国民年金受給者 

記録情報の収集方法 
本人から徴取、住民基本台帳システム閲覧、課税システム閲覧、

日本年金機構から提出 

要配慮個人情報の有無 □有  ☑無 

記録情報の目的外利用の有無 ☑有  □無 

記録情報の経常的提供先の有無 ☑有  □無 （日本年金機構） 

外部委託の有無 □有  ☑無 

特定個人情報の該当性 □該当する ☑該当しない 

個人番号の利用根拠（特定個人情報に該

当する場合のみ） 

□番号法第９条第１項：別表第１項番（  ） 

□番号法第９条第２項：根拠条例（           ） 

□番号法第９条第４項 

□その他（                     ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

【開示・訂正・利用停止請求先】 

（名 称）総務部 総務課 文書係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1055 

【個人情報ファイルの内容に関する連絡先】 

（名 称）区民部 区民課 国民年金係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1261 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 

 

 

 



 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有  ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときは、その旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



第１号様式（第３条関係） 

 

台東区個人情報ファイル簿（単票） 

 ファイル番号 3103 

個人情報ファイルの名称 国民年金保険料免除申請送付簿 

行政機関等の名称 台東区長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称（所管課） 
区民部区民課 

個人情報ファイルの利用目的 
国民年金保険料の免除・納付猶予申請を日本年金機構に送付す

るに利用する。 

個人情報ファイルの保有開始日 ☑継続（令和５年４月１日以前） □新規（ 年 月 日） 

記録項目 

1.氏名、2.生年月日、3.基礎年金番号、4.課税情報 

記録範囲 国民年金保険料免除・納付猶予申請者 

記録情報の収集方法 
本人から徴取、国民年金システム閲覧、住民基本台帳システム

閲覧、課税システム閲覧 

要配慮個人情報の有無 □有  ☑無 

記録情報の目的外利用の有無 □有  ☑無 

記録情報の経常的提供先の有無 ☑有  □無（日本年金機構           ） 

外部委託の有無 □有  ☑無 

特定個人情報の該当性 □該当する ☑該当しない 

個人番号の利用根拠（特定個人情報に該

当する場合のみ） 

□番号法第９条第１項：別表第１項番（  ） 

□番号法第９条第２項：根拠条例（           ） 

□番号法第９条第４項 

□その他（                     ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

【開示・訂正・利用停止請求先】 

（名 称）総務部 総務課 文書係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1055 

【個人情報ファイルの内容に関する連絡先】 

（名 称）区民部 区民課 国民年金係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1261 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 

 

 

 



 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有  ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときは、その旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



第１号様式（第３条関係） 

 

台東区個人情報ファイル簿（単票） 

 ファイル番号 3104 

個人情報ファイルの名称 学生納付特例申請送付簿 

行政機関等の名称 台東区長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称（所管課） 
区民部区民課 

個人情報ファイルの利用目的 
国民年金保険料の学生納付特例申請を日本年金機構に送付す

るために利用する。 

個人情報ファイルの保有開始日 ☑継続（令和５年４月１日以前） □新規（ 年 月 日） 

記録項目 

1.氏名、2.生年月日、3.基礎年金番号、4.課税情報 

記録範囲 国民年金保険料学生納付特例申請者 

記録情報の収集方法 
本人から徴取、国民年金システム閲覧、住民基本台帳システム

閲覧、課税システム閲覧 

要配慮個人情報の有無 □有  ☑無 

記録情報の目的外利用の有無 □有  ☑無 

記録情報の経常的提供先の有無 ☑有  □無（日本年金機構） 

外部委託の有無 □有  ☑無 

特定個人情報の該当性 □該当する ☑該当しない 

個人番号の利用根拠（特定個人情報に該

当する場合のみ） 

□番号法第９条第１項：別表第１項番（  ） 

□番号法第９条第２項：根拠条例（           ） 

□番号法第９条第４項 

□その他（                     ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

【開示・訂正・利用停止請求先】 

（名 称）総務部 総務課 文書係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1055 

【個人情報ファイルの内容に関する連絡先】 

（名 称）区民部 区民課 国民年金係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1261 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 

 

 

 



 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有  ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときは、その旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



第１号様式（第３条関係） 

 

台東区個人情報ファイル簿（単票） 

 ファイル番号 3105 

個人情報ファイルの名称 死亡者一覧 

行政機関等の名称 台東区長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称（所管課） 
区民部区民課 

個人情報ファイルの利用目的 
年金受給者の死亡情報を日本年金機構に提供するために利用

する。 

個人情報ファイルの保有開始日 ☑継続（令和５年４月１日以前） □新規（ 年 月 日） 

記録項目 
1.氏名、2.住所、3.生年月日、4.性別、5.カナ氏名、6.死亡日 

記録範囲 住基異動により死亡の届出がされた者 

記録情報の収集方法 住民基本台帳システム閲覧 

要配慮個人情報の有無 □有  ☑無 

記録情報の目的外利用の有無 □有  ☑無 

記録情報の経常的提供先の有無 ☑有  □無（日本年金機構） 

外部委託の有無 □有  ☑無 

特定個人情報の該当性 □該当する ☑該当しない 

個人番号の利用根拠（特定個人情報に該

当する場合のみ） 

□番号法第９条第１項：別表第１項番（  ） 

□番号法第９条第２項：根拠条例（           ） 

□番号法第９条第４項 

□その他（                     ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

【開示・訂正・利用停止請求先】 

（名 称）総務部 総務課 文書係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1055 

【個人情報ファイルの内容に関する連絡先】 

（名 称）区民部 区民課 国民年金係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1261 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 

 

 

 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有  ☑無 
 



 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときは、その旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



第１号様式（第３条関係） 

 

台東区個人情報ファイル簿（単票） 

 ファイル番号 3106 

個人情報ファイルの名称 異動届 

行政機関等の名称 台東区長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称（所管課） 
区民部区民課 

個人情報ファイルの利用目的 
国民年金の異動情報を日本年金機構に送付するために利用す

る。 

個人情報ファイルの保有開始日 ☑継続（令和５年４月１日以前） □新規（ 年 月 日） 

記録項目 

1.氏名、2.住所、3.生年月日、4.性別、5.カナ氏名、6.国籍、

7.通称名、8.カナ通称名、9.電話番号、10.基礎年金番号、11.

年金の異動情報 

記録範囲 
国民年金被保険者関係届書を提出した者 

住基異動により国民年金の異動が必要になった者 

記録情報の収集方法 
本人から徴取、国民年金システム閲覧、住民基本台帳システム

閲覧 

要配慮個人情報の有無 □有  ☑無 

記録情報の目的外利用の有無 □有  ☑無 

記録情報の経常的提供先の有無 ☑有  □無（日本年金機構） 

外部委託の有無 □有  ☑無 

特定個人情報の該当性 □該当する ☑該当しない 

個人番号の利用根拠（特定個人情報に該

当する場合のみ） 

□番号法第９条第１項：別表第１項番（  ） 

□番号法第９条第２項：根拠条例（           ） 

□番号法第９条第４項 

□その他（                     ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

【開示・訂正・利用停止請求先】 

（名 称）総務部 総務課 文書係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1055 

【個人情報ファイルの内容に関する連絡先】 

（名 称）区民部 区民課 国民年金係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1261 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 

 

 

 



 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有  ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときは、その旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



第１号様式（第３条関係） 

 

台東区個人情報ファイル簿（単票） 

 ファイル番号 3107 

個人情報ファイルの名称 年金生活者支援給付金所得情報リスト 

行政機関等の名称 台東区長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称（所管課） 
区民部区民課 

個人情報ファイルの利用目的 
日本年金機構からの年金生活者支援給付金対象者リストに対

して、所得情報を提供するために利用する。 

個人情報ファイルの保有開始日 ☑継続（令和５年４月１日以前） □新規（ 年 月 日） 

記録項目 
1.氏名、2.住所、3.生年月日、4.性別、5.カナ氏名、6.基礎年

金番号、7.課税情報 

記録範囲 日本年金機構提供の年金生活者支援給付金対象者 

記録情報の収集方法 
日本年金機構から提供、国民年金システム閲覧、住民基本台帳

システム閲覧、課税システム閲覧 

要配慮個人情報の有無 □有  ☑無 

記録情報の目的外利用の有無 □有  ☑無 

記録情報の経常的提供先の有無 ☑有  □無（日本年金機構） 

外部委託の有無 □有  ☑無 

特定個人情報の該当性 □該当する ☑該当しない 

個人番号の利用根拠（特定個人情報に該

当する場合のみ） 

□番号法第９条第１項：別表第１項番（  ） 

□番号法第９条第２項：根拠条例（           ） 

□番号法第９条第４項 

□その他（                     ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

【開示・訂正・利用停止請求先】 

（名 称）総務部 総務課 文書係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1055 

【個人情報ファイルの内容に関する連絡先】 

（名 称）区民部 区民課 国民年金係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1261 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 

 

 

 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有  ☑無 
 



 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときは、その旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



第１号様式（第３条関係） 

 

台東区個人情報ファイル簿（単票） 

 ファイル番号 3201 

個人情報ファイルの名称 台東区住民系情報システム 

行政機関等の名称 台東区長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称（所管課） 
区民部税務課 

個人情報ファイルの利用目的 
住民税及び軽自動車税の賦課情報の管理、適正な賦課・収納管

理及び証明・照会業務を行うために利用する。 

個人情報ファイルの保有開始日 ☑継続（令和５年４月１日以前） □新規（ 年 月 日） 

記録項目 

１．個人番号、２．課税番号、３．住所、４．氏名、５．生年

月日、６．性別、７．連絡先、８．住民税基本台帳情報、９．

軽自動車税賦課情報、１０．収納情報 

記録範囲 
住民税：賦課期日時点の居所・事務所が区内にあった者 

軽自動車税：区内に定置場のある軽自動車等の所有者・使用者 

記録情報の収集方法 本人又は代理人からの徴取 

要配慮個人情報の有無 □有  ☑無 

記録情報の目的外利用の有無 ☑有  □無 

記録情報の経常的提供先の有無 ☑有  □無（地方税共同機構） 

外部委託の有無 ☑有  □無 

特定個人情報の該当性 ☑該当する □該当しない 

個人番号の利用根拠（特定個人情報に該

当する場合のみ） 

☑番号法第９条第１項：別表第１項番（１６） 

□番号法第９条第２項：根拠条例（           ） 

□番号法第９条第４項 

□その他（                     ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

【開示・訂正・利用停止請求先】 

（名 称）総務部 総務課 文書係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1055 

【個人情報ファイルの内容に関する連絡先】 

（名 称）区民部 税務課 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1102 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 

 

― 

 



 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有  □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときは、その旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



第１号様式（第３条関係） 

 

台東区個人情報ファイル簿（単票） 

 ファイル番号 3202 

個人情報ファイルの名称 特別区民税・都民税申告書 

行政機関等の名称 台東区長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称（所管課） 
区民部税務課 

個人情報ファイルの利用目的 課税処理 

個人情報ファイルの保有開始日 ☑継続（令和５年４月１日以前） □新規（ 年 月 日） 

記録項目 

１．1 月 1 日の住所、２．現住所、３．氏名、４．生年月日、

５．職業、６．整理番号、７．電話番号、８．個人番号、９．

所得金額、１０．所得控除、１１．寄附金税額控除、１２．納

付方法の選択、１３．収入のなかった期間、１４．源泉徴収票

のない給与収入、１５．利子所得・配当所得、１６．株式等譲

渡所得・先物取引に係る雑所得、１７．山林所得・退職所得・

分離短期・長期譲渡所得、１８．確定申告を提出する税務署等、

１９．区外在住者の台東区内に有する事業所・家屋敷、２０．

所得金額調整控除 

記録範囲 特別区民税・都民税申告書を提出した者 

記録情報の収集方法 本人から徴取 

要配慮個人情報の有無 □有  ☑無 

記録情報の目的外利用の有無 □有  ☑無 

記録情報の経常的提供先の有無 □有  ☑無（                  ） 

外部委託の有無 ☑有  □無 

特定個人情報の該当性 ☑該当する □該当しない 

個人番号の利用根拠（特定個人情報に該

当する場合のみ） 

☑番号法第９条第１項：別表第１項番（１６） 

□番号法第９条第２項：根拠条例（           ） 

□番号法第９条第４項 

□その他（                     ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

【開示・訂正・利用停止請求先】 

（名 称）総務部 総務課 文書係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1055 

【個人情報ファイルの内容に関する連絡先】 

（名 称）区民部 税務課 課税係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話）03-5246-1102 



 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 

 

－ 

 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有  □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときは、その旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 

 



第１号様式（第３条関係） 

 

台東区個人情報ファイル簿（単票） 

 ファイル番号 3203 

個人情報ファイルの名称 賦課期日住民情報 

行政機関等の名称 台東区長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称（所管課） 
区民部税務課 

個人情報ファイルの利用目的 課税処理のために利用する。 

個人情報ファイルの保有開始日 ☑継続（令和５年４月１日以前） □新規（ 年 月 日） 

記録項目 
１．住所、２．氏名、３．生年月日、４．性別、５．住民区分、

６．続柄、７．業務宛名、８．個人番号 

記録範囲 区民 

記録情報の収集方法 本人から徴取 

要配慮個人情報の有無 □有  ☑無 

記録情報の目的外利用の有無 □有  ☑無 

記録情報の経常的提供先の有無 □有  ☑無（                  ） 

外部委託の有無 □有  ☑無 

特定個人情報の該当性 ☑該当する □該当しない 

個人番号の利用根拠（特定個人情報に該

当する場合のみ） 

☑番号法第９条第１項：別表第１項番（１６） 

□番号法第９条第２項：根拠条例（           ） 

□番号法第９条第４項 

□その他（                     ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

【開示・訂正・利用停止請求先】 

（名 称）総務部 総務課 文書係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1055 

【個人情報ファイルの内容に関する連絡先】 

（名 称）区民部 税務課 課税係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話）03-5246-1102 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 

 

― 

 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有  ☑無 
 



 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときは、その旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 

 



第１号様式（第３条関係） 

 

台東区個人情報ファイル簿（単票） 

 ファイル番号 3204 

個人情報ファイルの名称 課税世帯情報 

行政機関等の名称 台東区長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称（所管課） 
区民部税務課 

個人情報ファイルの利用目的 課税処理のために利用する。 

個人情報ファイルの保有開始日 ☑継続（令和５年４月１日以前） □新規（ 年 月 日） 

記録項目 

１．住所、２．世帯主、３．氏名、４．生年月日、５．年齢、

６．性別、７．住民区分、８．業務宛名、９．続柄、１０．個

人番号 

記録範囲 区民 

記録情報の収集方法 本人から徴取 

要配慮個人情報の有無 □有  ☑無 

記録情報の目的外利用の有無 □有  ☑無 

記録情報の経常的提供先の有無 □有  ☑無（                  ） 

外部委託の有無 □有  ☑無 

特定個人情報の該当性 ☑該当する □該当しない 

個人番号の利用根拠（特定個人情報に該

当する場合のみ） 

☑番号法第９条第１項：別表第１項番（１６） 

□番号法第９条第２項：根拠条例（           ） 

□番号法第９条第４項 

□その他（                     ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

【開示・訂正・利用停止請求先】 

（名 称）総務部 総務課 文書係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1055 

【個人情報ファイルの内容に関する連絡先】 

（名 称）区民部 税務課 課税係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1102 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 

 

― 

 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 



 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときは、その旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 

 



第１号様式（第３条関係） 

 

台東区個人情報ファイル簿（単票） 

 ファイル番号 3205 

個人情報ファイルの名称 課税情報 

行政機関等の名称 台東区長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称（所管課） 
区民部税務課 

個人情報ファイルの利用目的 課税処理のために利用する。 

個人情報ファイルの保有開始日 ☑継続（令和５年４月１日以前） □新規（ 年 月 日） 

記録項目 
１．氏名、２．住所、３．生年月日、４．年齢、５．性別、６．

電話番号、７．所得、８．控除、９．税額、１０．個人番号 

記録範囲 課税情報ありの区民 

記録情報の収集方法 本人及び事業所(会社、公的年金等支払機関)から徴取 

要配慮個人情報の有無 □有  ☑無 

記録情報の目的外利用の有無 □有  ☑無 

記録情報の経常的提供先の有無 □有  ☑無（                  ） 

外部委託の有無 □有  ☑無 

特定個人情報の該当性 ☑該当する □該当しない 

個人番号の利用根拠（特定個人情報に該

当する場合のみ） 

☑番号法第９条第１項：別表第１項番（１６） 

□番号法第９条第２項：根拠条例（           ） 

□番号法第９条第４項 

□その他（                     ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

【開示・訂正・利用停止請求先】 

（名 称）総務部 総務課 文書係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1055 

【個人情報ファイルの内容に関する連絡先】 

（名 称）区民部 税務課 課税係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1102 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 

 

― 

 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 



 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときは、その旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 

 



第１号様式（第３条関係） 

 

台東区個人情報ファイル簿（単票） 

 ファイル番号 3206 

個人情報ファイルの名称 給与・年金支払報告書 

行政機関等の名称 台東区長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称（所管課） 
区民部税務課 

個人情報ファイルの利用目的 課税処理のために利用する。 

個人情報ファイルの保有開始日 ☑継続（令和５年４月１日以前） □新規（ 年 月 日） 

記録項目 

１．住所、２．氏名、３．個人番号、４．支払金額等、５．所

得控除合計額、６．源泉徴収税額、７．控除対象扶養親族等氏

名及び個人番号、８．受給者生年月日、９．支払者 

記録範囲 給与及び年金を受給している区民 

記録情報の収集方法 義務者(企業等)から提出 

要配慮個人情報の有無 □有  ☑無 

記録情報の目的外利用の有無 □有  ☑無 

記録情報の経常的提供先の有無 □有  ☑無（                  ） 

外部委託の有無 ☑有  □無 

特定個人情報の該当性 ☑該当する □該当しない 

個人番号の利用根拠（特定個人情報に該

当する場合のみ） 

☑番号法第９条第１項：別表第１項番（１６） 

□番号法第９条第２項：根拠条例（           ） 

□番号法第９条第４項 

□その他（                     ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

【開示・訂正・利用停止請求先】 

（名 称）総務部 総務課 文書係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1055 

【個人情報ファイルの内容に関する連絡先】 

（名 称）区民部 税務課 課税係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1102 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 

 

― 

 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 



 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときは、その旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 

 



第１号様式（第３条関係） 

 

台東区個人情報ファイル簿（単票） 

 ファイル番号 3207 

個人情報ファイルの名称 異動届出書 

行政機関等の名称 台東区長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称（所管課） 
区民部税務課 

個人情報ファイルの利用目的 課税処理のために利用する。 

個人情報ファイルの保有開始日 ☑継続（令和５年４月１日以前） □新規（ 年 月 日） 

記録項目 

１．氏名、２．生年月日、３．個人番号、４．1 月 1 日現在の

住所、５．現住所、６．特別徴収税額、７．徴収済額、８．未

徴収税額、９．異動年月日、１０．異動の事由、１１．異動後

の未徴収税額の徴収方法 

記録範囲 
会社等事業所を退職等で異動する 1月 1日現在 台東区に住民

登録があった者等 

記録情報の収集方法 会社等事業所から提出 

要配慮個人情報の有無 □有  ☑無 

記録情報の目的外利用の有無 □有  ☑無 

記録情報の経常的提供先の有無 □有  ☑無（                  ） 

外部委託の有無 □有  ☑無 

特定個人情報の該当性 ☑該当する □該当しない 

個人番号の利用根拠（特定個人情報に該

当する場合のみ） 

☑番号法第９条第１項：別表第１項番（１６） 

□番号法第９条第２項：根拠条例（           ） 

□番号法第９条第４項 

□その他（                     ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

【開示・訂正・利用停止請求先】 

（名 称）総務部 総務課 文書係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1055 

【個人情報ファイルの内容に関する連絡先】 

（名 称）区民部 税務課 課税係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1102 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 

 

― 

 



 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときは、その旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 

 



第１号様式（第３条関係） 

 

台東区個人情報ファイル簿（単票） 

 ファイル番号 3208 

個人情報ファイルの名称 課税例月異動該当者情報(個人) 

行政機関等の名称 台東区長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称（所管課） 
区民部税務課 

個人情報ファイルの利用目的 課税処理 

個人情報ファイルの保有開始日 ☑継続（令和５年４月１日以前） □新規（ 年 月 日） 

記録項目 

１．氏名、２．生年月日、３．個人番号、４．1 月 1 日現在の

住所、５．現住所、６．特別徴収税額、７．徴収済額 

記録範囲 
会社等事業所を退職等で異動する 1月 1日現在 台東区に住民

登録があった者等 

記録情報の収集方法 会社等事業所及び本人から徴取 

要配慮個人情報の有無 □有  ☑無 

記録情報の目的外利用の有無 □有  ☑無 

記録情報の経常的提供先の有無 □有  ☑無（                  ） 

外部委託の有無 □有  ☑無 

特定個人情報の該当性 ☑該当する □該当しない 

個人番号の利用根拠（特定個人情報に該

当する場合のみ） 

☑番号法第９条第１項：別表第１項番（１６） 

□番号法第９条第２項：根拠条例（           ） 

□番号法第９条第４項 

□その他（                     ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

【開示・訂正・利用停止請求先】 

（名 称）総務部 総務課 文書係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1055 

【個人情報ファイルの内容に関する連絡先】 

（名 称）区民部 税務課 課税係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1102 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 

 

― 

 



 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有  ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときは、その旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



第１号様式（第３条関係） 

 

台東区個人情報ファイル簿（単票） 

 ファイル番号 3209 

個人情報ファイルの名称 確定申告書 

行政機関等の名称 台東区長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称（所管課） 
区民部税務課 

個人情報ファイルの利用目的 課税処理のために利用する。 

個人情報ファイルの保有開始日 ☑継続（令和５年４月１日以前） □新規（ 年 月 日） 

記録項目 

１．現住所、２．1 月 1 日の住所、３．氏名、４．個人番号、

５．職業、６．屋号・雅号、７．世帯主の氏名、８．世帯主と

の続柄、９．電話番号、１０．収入金額等、１１．所得金額等、

１２．所得控除額、１３．税額、１４．還付される税金の受取

場所、１５．所得内訳、１６．控除に関する事項、１７．本人

に関する事項、１８．配偶者や親族に関する事項、１９．事業

専従者に関する事項、２０．住民税・事業税に関する事項、２

１．分離課税に関する事項、２２．上場株式等の譲渡所得等に

関する事項、２３．退職所得に関する事項 

記録範囲 確定申告書を提出した者 

記録情報の収集方法 税務署から提出 

要配慮個人情報の有無 □有  ☑無 

記録情報の目的外利用の有無 □有  ☑無 

記録情報の経常的提供先の有無 ☑有  □無（                  ） 

外部委託の有無 □有  ☑無 

特定個人情報の該当性 ☑該当する □該当しない 

個人番号の利用根拠（特定個人情報に該

当する場合のみ） 

☑番号法第９条第１項：別表第１項番（１６） 

□番号法第９条第２項：根拠条例（           ） 

□番号法第９条第４項 

□その他（                     ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

【開示・訂正・利用停止請求先】 

（名 称）総務部 総務課 文書係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1055 

【個人情報ファイルの内容に関する連絡先】 

（名 称）区民部 税務課 課税係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1102 



 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 

 

― 

 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有  □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときは、その旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



第１号様式（第３条関係） 

 

台東区個人情報ファイル簿（単票） 

 ファイル番号 3210 

個人情報ファイルの名称 住民税申告書発送対象情報 

行政機関等の名称 台東区長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称（所管課） 
区民部税務課 

個人情報ファイルの利用目的 課税処理のために利用する。 

個人情報ファイルの保有開始日 ☑継続（令和５年４月１日以前） □新規（ 年 月 日） 

記録項目 １．氏名、２．住所、３．生年月日 

記録範囲 住民税申告書発送対象の区民 

記録情報の収集方法 住民情報系システム閲覧 

要配慮個人情報の有無 □有  ☑無 

記録情報の目的外利用の有無 □有  ☑無 

記録情報の経常的提供先の有無 □有  ☑無（                  ） 

外部委託の有無 ☑有  □無 

特定個人情報の該当性 □該当する ☑該当しない 

個人番号の利用根拠（特定個人情報に該

当する場合のみ） 

□番号法第９条第１項：別表第１項番（  ） 

□番号法第９条第２項：根拠条例（           ） 

□番号法第９条第４項 

□その他（                     ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

【開示・訂正・利用停止請求先】 

（名 称）総務部 総務課 文書係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1055 

【個人情報ファイルの内容に関する連絡先】 

（名 称）区民部 税務課 課税係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1102 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 

 

― 

 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有  □無 
 



 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときは、その旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



第１号様式（第３条関係） 

 

台東区個人情報ファイル簿（単票） 

 ファイル番号 3211 

個人情報ファイルの名称 課税他自治体回送情報 

行政機関等の名称 台東区長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称（所管課） 
区民部税務課 

個人情報ファイルの利用目的 課税処理のため利用する。 

個人情報ファイルの保有開始日 ☑継続（令和５年４月１日以前） □新規（ 年 月 日） 

記録項目 
１．氏名、２．台東区での住所、３．回送先住所、４．支払額、

５．送付日、６．個人番号 

記録範囲 台東区に課税権がない課税資料 

記録情報の収集方法 会社等事業所から提出 

要配慮個人情報の有無 □有  ☑無 

記録情報の目的外利用の有無 □有  ☑無 

記録情報の経常的提供先の有無 □有  ☑無（                  ） 

外部委託の有無 □有  ☑無 

特定個人情報の該当性 ☑該当する □該当しない 

個人番号の利用根拠（特定個人情報に該

当する場合のみ） 

☑番号法第９条第１項：別表第１項番（１６） 

□番号法第９条第２項：根拠条例（           ） 

□番号法第９条第４項 

□その他（                     ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

【開示・訂正・利用停止請求先】 

（名 称）総務部 総務課 文書係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1055 

【個人情報ファイルの内容に関する連絡先】 

（名 称）区民部 税務課 課税係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1102 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 

 

― 

 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有  □無 
 



 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときは、その旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



第１号様式（第３条関係） 

 

台東区個人情報ファイル簿（単票） 

 ファイル番号 3212 

個人情報ファイルの名称 住民登録外扶養調査 

行政機関等の名称 台東区長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称（所管課） 
区民部税務課 

個人情報ファイルの利用目的 課税処理のため利用する。 

個人情報ファイルの保有開始日 ☑継続（令和５年４月１日以前） □新規（ 年 月 日） 

記録項目 
１．本人住所、２．被扶養者の氏名、３．被扶養者の住所、４．

被扶養者の生年月日 

記録範囲 住民登録のない被扶養者 

記録情報の収集方法 住民情報系システム閲覧 

要配慮個人情報の有無 □有  ☑無 

記録情報の目的外利用の有無 □有  ☑無 

記録情報の経常的提供先の有無 □有  ☑無（                  ） 

外部委託の有無 □有  ☑無 

特定個人情報の該当性 □該当する ☑該当しない 

個人番号の利用根拠（特定個人情報に該

当する場合のみ） 

□番号法第９条第１項：別表第１項番（  ） 

□番号法第９条第２項：根拠条例（           ） 

□番号法第９条第４項 

□その他（                     ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

【開示・訂正・利用停止請求先】 

（名 称）総務部 総務課 文書係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1055 

【個人情報ファイルの内容に関する連絡先】 

（名 称）区民部 税務課 課税係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1102 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 

 

― 

 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有  □無 
 



 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときは、その旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



第１号様式（第３条関係） 

 

台東区個人情報ファイル簿（単票） 

 ファイル番号 3213 

個人情報ファイルの名称 特別徴収税額の決定・変更通知書発送情報 

行政機関等の名称 台東区長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称（所管課） 
区民部税務課 

個人情報ファイルの利用目的 課税処理のため利用する。 

個人情報ファイルの保有開始日 ☑継続（令和５年４月１日以前） □新規（ 年 月 日） 

記録項目 １．住所、２．氏名、３．税額、４．個人番号 

記録範囲 
会社等事業所を退職等で異動する 1 月 1 日現在 台東区に住民

登録があった者等 

記録情報の収集方法 会社等事業所から提出 

要配慮個人情報の有無 □有  ☑無 

記録情報の目的外利用の有無 □有  ☑無 

記録情報の経常的提供先の有無 □有  ☑無（                  ） 

外部委託の有無 □有  ☑無 

特定個人情報の該当性 ☑該当する □該当しない 

個人番号の利用根拠（特定個人情報に該

当する場合のみ） 

☑番号法第９条第１項：別表第１項番（１６） 

□番号法第９条第２項：根拠条例（           ） 

□番号法第９条第４項 

□その他（                     ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

【開示・訂正・利用停止請求先】 

（名 称）総務部 総務課 文書係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1055 

【個人情報ファイルの内容に関する連絡先】 

（名 称）区民部 税務課 課税係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1102 

（電話） 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 

 

― 

 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 



 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときは、その旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



第１号様式（第３条関係） 

 

台東区個人情報ファイル簿（単票） 

 ファイル番号 3214 

個人情報ファイルの名称 過誤納金還付請求書 

行政機関等の名称 台東区長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称（所管課） 
区民部税務課 

個人情報ファイルの利用目的 住民税に関する還付業務を行うために利用する。 

個人情報ファイルの保有開始日 ☑継続（令和５年４月１日以前） □新規（ 年 月 日） 

記録項目 

1.請求日、2.請求者名、3.口座情報（金融機関名、支店名、預

金種目、口座番号、口座名義）、4.電話番号、5.委任者氏名、6.

委任者住所、7.代理人氏名、8.代理人住所、9.領収日、10.領収

者名、11.対象者氏名、12.対象者住所、13.還付金額、14.通知

書番号 

記録範囲 住民税で還付が発生している者 

記録情報の収集方法 本人から徴取 

要配慮個人情報の有無 □有  ☑無 

記録情報の目的外利用の有無 □有  ☑無 

記録情報の経常的提供先の有無 ☑有  □無（指定金融機関） 

外部委託の有無 □有  ☑無 

特定個人情報の該当性 □該当する ☑該当しない 

個人番号の利用根拠（特定個人情報に該

当する場合のみ） 

□番号法第９条第１項：別表第１項番（  ） 

□番号法第９条第２項：根拠条例（           ） 

□番号法第９条第４項 

□その他（                     ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

【開示・訂正・利用停止請求先】 

（名 称）総務部 総務課 文書係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1055 

【個人情報ファイルの内容に関する連絡先】 

（名 称）区民部 税務課 税務係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話）03-5246-1114 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 

 

― 

 



 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有  □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときは、その旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



第１号様式（第３条関係） 

 

台東区個人情報ファイル簿（単票） 

 ファイル番号 3215 

個人情報ファイルの名称 住民税口座振替依頼書 

行政機関等の名称 台東区長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称（所管課） 
区民部税務課 

個人情報ファイルの利用目的 住民税の徴収を口座振替で行うために利用する。 

個人情報ファイルの保有開始日 ☑継続（令和５年４月１日以前） □新規（ 年 月 日） 

記録項目 

1.通知書番号、2.納税者氏名、3.納税者住所、4.納税者生年月

日、5.納税者電話番号、6.口座情報（金融機関名、支店名、預

金種目、口座情報、口座名義、届出印） 

記録範囲 口座振替で住民税の支払いを希望する者 

記録情報の収集方法 本人から徴取 

要配慮個人情報の有無 □有  ☑無 

記録情報の目的外利用の有無 □有  ☑無 

記録情報の経常的提供先の有無 □有  ☑無（                  ） 

外部委託の有無 □有  ☑無 

特定個人情報の該当性 □該当する ☑該当しない 

個人番号の利用根拠（特定個人情報に該

当する場合のみ） 

□番号法第９条第１項：別表第１項番（  ） 

□番号法第９条第２項：根拠条例（           ） 

□番号法第９条第４項 

□その他（                     ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

【開示・訂正・利用停止請求先】 

（名 称）総務部 総務課 文書係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1055 

【個人情報ファイルの内容に関する連絡先】 

（名 称）区民部 税務課 税務係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話）03-5246-1114 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 

 

― 

 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有  □無 
 



 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときは、その旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



第１号様式（第３条関係） 

 

台東区個人情報ファイル簿（単票） 

 ファイル番号 3216 

個人情報ファイルの名称 住民税口座振替依頼書処理簿 

行政機関等の名称 台東区長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称（所管課） 
区民部税務課 

個人情報ファイルの利用目的 住民税の徴収を口座振替で行うために利用する。 

個人情報ファイルの保有開始日 ☑継続（令和５年４月１日以前） □新規（ 年 月 日） 

記録項目 
1.本人氏名、2.口座情報（金融機関コード、支店コード、口座

番号、口座名義） 

記録範囲 口座振替で住民税の支払いを希望する者 

記録情報の収集方法 本人から徴取 

要配慮個人情報の有無 □有  ☑無 

記録情報の目的外利用の有無 □有  ☑無 

記録情報の経常的提供先の有無 □有  ☑無（                  ） 

外部委託の有無 □有  ☑無 

特定個人情報の該当性 □該当する ☑該当しない 

個人番号の利用根拠（特定個人情報に該

当する場合のみ） 

□番号法第９条第１項：別表第１項番（  ） 

□番号法第９条第２項：根拠条例（           ） 

□番号法第９条第４項 

□その他（                     ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

【開示・訂正・利用停止請求先】 

（名 称）総務部 総務課 文書係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1055 

【個人情報ファイルの内容に関する連絡先】 

（名 称）区民部 税務課 税務係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話）03-5246-1114 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 

 

― 

 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有  ☑無 
 



 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときは、その旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



第１号様式（第３条関係） 

 

台東区個人情報ファイル簿（単票） 

 ファイル番号 3217 

個人情報ファイルの名称 軽自動車税課税一覧 

行政機関等の名称 台東区長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称（所管課） 
区民部税務課 

個人情報ファイルの利用目的 軽自動車税納税通知のために利用する。 

個人情報ファイルの保有開始日 ☑継続（令和５年４月１日以前） □新規（ 年 月 日） 

記録項目 
1.通し番号 2.通知書番号 3.標識番号 4.住所 5.氏名 

6.課税額 7.義務者氏名漢字 8.管理番号 

記録範囲 
4 月 1 日時点で台東区を定置場とする軽自動車を所有する個

人・法人 

記録情報の収集方法 台東区住民系情報システム閲覧 

要配慮個人情報の有無 □有  ☑無 

記録情報の目的外利用の有無 □有  ☑無 

記録情報の経常的提供先の有無 □有  ☑無（                  ） 

外部委託の有無 ☑有  □無 

特定個人情報の該当性 □該当する ☑該当しない 

個人番号の利用根拠（特定個人情報に該

当する場合のみ） 

□番号法第９条第１項：別表第１項番（  ） 

□番号法第９条第２項：根拠条例（           ） 

□番号法第９条第４項 

□その他（                     ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

【開示・訂正・利用停止請求先】 

（名 称）総務部 総務課 文書係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1055 

【個人情報ファイルの内容に関する連絡先】 

（名 称）区民部 税務課 税務係  

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話）03-5246-1101 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 

 

 

 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有  ☑無 
 



 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施無し 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施無し 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施無し 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施無し 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときは、その旨 
- 

備考 

 

作成日（最終修正日）： 令和５年４月１日 



第１号様式（第３条関係） 

 

台東区個人情報ファイル簿（単票） 

 ファイル番号 3301 

個人情報ファイルの名称 特別区民税都民税・軽自動車税賦課情報ファイル 

行政機関等の名称 台東区長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称（所管課） 
区民部収納課 

個人情報ファイルの利用目的 
特別区民税都民税、軽自動車税の滞納整理事務のために利用す

る。 

個人情報ファイルの保有開始日 ☑継続（令和５年４月１日以前） □新規（ 年 月 日） 

記録項目 

１．通知書番号、２．賦課年度、３．対象年度、４．期別、５．

金額、６．延滞金額、７．科目別送付先、８．督促日、９．軽

自動車のナンバー 

記録範囲 特別区民税都民税、軽自動車税の賦課がある者 

記録情報の収集方法 税務システム閲覧 

要配慮個人情報の有無 □有  ☑無 

記録情報の目的外利用の有無 ☑有  □無 

記録情報の経常的提供先の有無 □有  ☑無（                  ） 

外部委託の有無 ☑有  □無 

特定個人情報の該当性 □該当する ☑該当しない 

個人番号の利用根拠（特定個人情報に該

当する場合のみ） 

□番号法第９条第１項：別表第１項番（  ） 

□番号法第９条第２項：根拠条例（           ） 

□番号法第９条第４項 

□その他（                     ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

【開示・訂正・利用停止請求先】 

（名 称）総務部 総務課 文書係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1055 

【個人情報ファイルの内容に関する連絡先】 

（名 称）区民部 収納課 徴収係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話）03-5246-1107～1109 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 

 

― 

 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有  ☑無 
 



 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときは、その旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



第１号様式（第３条関係） 

 

台東区個人情報ファイル簿（単票） 

 ファイル番号 3302 

個人情報ファイルの名称 特別区民税都民税・軽自動車税収納情報ファイル 

行政機関等の名称 台東区長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称（所管課） 
区民部収納課 

個人情報ファイルの利用目的 
特別区民税都民税、軽自動車税の滞納整理事務のために利用す

る。 

個人情報ファイルの保有開始日 ☑継続（令和５年４月１日以前） □新規（ 年 月 日） 

記録項目 
１．通知書番号、２．賦課年度、３．対象年度、４．期別、５．

収納金額、６．収納延滞金額、７．収納日、８．日計日 

記録範囲 特別区民税都民税、軽自動車税の賦課がある者 

記録情報の収集方法 税務システム閲覧 

要配慮個人情報の有無 □有  ☑無 

記録情報の目的外利用の有無 ☑有  □無 

記録情報の経常的提供先の有無 □有  ☑無（                  ） 

外部委託の有無 ☑有  □無 

特定個人情報の該当性 □該当する ☑該当しない 

個人番号の利用根拠（特定個人情報に該

当する場合のみ） 

□番号法第９条第１項：別表第１項番（  ） 

□番号法第９条第２項：根拠条例（           ） 

□番号法第９条第４項 

□その他（                     ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

【開示・訂正・利用停止請求先】 

（名 称）総務部 総務課 文書係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1055 

【個人情報ファイルの内容に関する連絡先】 

（名 称）区民部 収納課 徴収係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話）03-5246-1107～1109 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 

 

― 

 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有  ☑無 
 



 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときは、その旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



第１号様式（第３条関係） 

 

台東区個人情報ファイル簿（単票） 

 ファイル番号 3303 

個人情報ファイルの名称 滞納整理情報ファイル 

行政機関等の名称 台東区長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称（所管課） 
区民部収納課 

個人情報ファイルの利用目的 
特別区民税都民税、軽自動車税、国民健康保険料、後期高齢者

医療保険料、介護保険料の滞納整理事務のために利用する。 

個人情報ファイルの保有開始日 ☑継続（令和５年４月１日以前） □新規（ 年 月 日） 

記録項目 
１．住所、２．氏名、３．性別、４．生年月日、５．滞納額、

６．交渉記録、７．分納状況、８．処分状況 

記録範囲 
特別区民税都民税、軽自動車税、国民健康保険料、後期高齢者

医療保険料、介護保険料の賦課がある者 

記録情報の収集方法 
滞納管理システム閲覧、住基・税務・国民健康保険システム閲

覧、後期高齢者医療保険システム閲覧、介護保険システム閲覧 

要配慮個人情報の有無 □有  ☑無 

記録情報の目的外利用の有無 ☑有  □無 

記録情報の経常的提供先の有無 ☑有  □無（調査依頼のあった区市町村） 

外部委託の有無 ☑有  □無 

特定個人情報の該当性 □該当する ☑該当しない 

個人番号の利用根拠（特定個人情報に該

当する場合のみ） 

□番号法第９条第１項：別表第１項番（  ） 

□番号法第９条第２項：根拠条例（           ） 

□番号法第９条第４項 

□その他（                     ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

【開示・訂正・利用停止請求先】 

（名 称）総務部 総務課 文書係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1055 

【個人情報ファイルの内容に関する連絡先】 

（名 称）区民部 収納課 徴収係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話）03-5246-1107～1109 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 

 

― 

 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有  ☑無 
 



 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときは、その旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



第１号様式（第３条関係） 

 

台東区個人情報ファイル簿（単票） 

 ファイル番号 3304 

個人情報ファイルの名称 国民健康保険情報ファイル 

行政機関等の名称 台東区長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称（所管課） 
区民部収納課 

個人情報ファイルの利用目的 国民健康保険料の滞納整理事務のために利用する。 

個人情報ファイルの保有開始日 ☑継続（令和５年４月１日以前） □新規（ 年 月 日） 

記録項目 

１．賦課情報（通知書番号、賦課年度、対象年度、期別、金額、

延滞金額、科目別送付先、督促日等）、２．収納情報（通知書

番号、賦課年度、対象年度、期別、収納金額、収納延滞金額、

収納日、日計日等）、３．資格情報（保険証種別） 

記録範囲 国民健康保険料の賦課がある者とその世帯員 

記録情報の収集方法 国民健康保険システム閲覧 

要配慮個人情報の有無 □有  ☑無 

記録情報の目的外利用の有無 ☑有  □無 

記録情報の経常的提供先の有無 □有  ☑無（                  ） 

外部委託の有無 ☑有  □無 

特定個人情報の該当性 □該当する ☑該当しない 

個人番号の利用根拠（特定個人情報に該

当する場合のみ） 

□番号法第９条第１項：別表第１項番（  ） 

□番号法第９条第２項：根拠条例（           ） 

□番号法第９条第４項 

□その他（                     ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

【開示・訂正・利用停止請求先】 

（名 称）総務部 総務課 文書係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1055 

【個人情報ファイルの内容に関する連絡先】 

（名 称）区民部 収納課 徴収係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話）03-5246-1107～1109 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 

 

― 

 



 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有  ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときは、その旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



第１号様式（第３条関係） 

 

台東区個人情報ファイル簿（単票） 

 ファイル番号 3305 

個人情報ファイルの名称 後期高齢者医療保険情報ファイル 

行政機関等の名称 台東区長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称（所管課） 
区民部収納課 

個人情報ファイルの利用目的 後期高齢者医療保険料の滞納整理事務のために利用する。 

個人情報ファイルの保有開始日 ☑継続（令和５年４月１日以前） □新規（ 年 月 日） 

記録項目 

１．賦課情報（通知書番号、賦課年度、対象年度、期別、金額、

延滞金額、科目別送付先、督促日）、２．収納情報（通知書番

号、賦課年度、対象年度、期別、収納金額、収納延滞金額、収

納日、日計日） 

記録範囲 後期高齢者医療保険料の賦課がある者 

記録情報の収集方法 後期高齢者医療保険システム閲覧 

要配慮個人情報の有無 □有  ☑無 

記録情報の目的外利用の有無 ☑有  □無 

記録情報の経常的提供先の有無 □有  ☑無（                  ） 

外部委託の有無 ☑有  □無 

特定個人情報の該当性 □該当する ☑該当しない 

個人番号の利用根拠（特定個人情報に該

当する場合のみ） 

□番号法第９条第１項：別表第１項番（  ） 

□番号法第９条第２項：根拠条例（           ） 

□番号法第９条第４項 

□その他（                     ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

【開示・訂正・利用停止請求先】 

（名 称）総務部 総務課 文書係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1055 

【個人情報ファイルの内容に関する連絡先】 

（名 称）区民部 収納課 徴収係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話）03-5246-1107～1109 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 

 

― 

 



 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有  ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときは、その旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



第１号様式（第３条関係） 

 

台東区個人情報ファイル簿（単票） 

 ファイル番号 3306 

個人情報ファイルの名称 介護保険料賦課収納情報ファイル 

行政機関等の名称 台東区長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称（所管課） 
区民部収納課 

個人情報ファイルの利用目的 介護保険料の滞納整理事務のために利用する。 

個人情報ファイルの保有開始日 ☑継続（令和５年４月１日以前） □新規（ 年 月 日） 

記録項目 

１．賦課情報（通知書番号、賦課年度、対象年度、期別、金額、

延滞金額、科目別送付先、督促日）、２．収納情報（通知書番

号、賦課年度、対象年度、期別、収納金額、収納延滞金額、収

納日、日計日） 

記録範囲 介護保険料の賦課がある者 

記録情報の収集方法 介護保険システム閲覧 

要配慮個人情報の有無 □有  ☑無 

記録情報の目的外利用の有無 ☑有  □無 

記録情報の経常的提供先の有無 □有  ☑無（                  ） 

外部委託の有無 ☑有  □無 

特定個人情報の該当性 □該当する ☑該当しない 

個人番号の利用根拠（特定個人情報に該

当する場合のみ） 

□番号法第９条第１項：別表第１項番（  ） 

□番号法第９条第２項：根拠条例（           ） 

□番号法第９条第４項 

□その他（                     ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

【開示・訂正・利用停止請求先】 

（名 称）総務部 総務課 文書係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1055 

【個人情報ファイルの内容に関する連絡先】 

（名 称）区民部 収納課 徴収係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話）03-5246-1107～1109 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 

 

― 

 



 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有  ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときは、その旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



第１号様式（第３条関係） 

 

台東区個人情報ファイル簿（単票） 

 ファイル番号 3307 

個人情報ファイルの名称 滞納者個人フォルダ 

行政機関等の名称 台東区長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称（所管課） 
区民部収納課 

個人情報ファイルの利用目的 
特別区民税都民税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及

び介護保険料の滞納整理事務のために利用する。 

個人情報ファイルの保有開始日 ☑継続（令和５年４月１日以前） □新規（ 年 月 日） 

記録項目 

１．宛名番号、２．氏名、３．科目、４．賦課年度、５．相当

年度、６．期別、７．通知書番号、８．滞納額、９．差押額、

１０．処分財産、１１．第三債務者、１２．処分日、１３．解

除日 

記録範囲 
特別区民税都民税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及

び介護保険料の滞納者 

記録情報の収集方法 
滞納管理システム閲覧、住基・税務・国民健康保険システム閲

覧、後期高齢者医療保険システム閲覧、介護保険システム閲覧 

要配慮個人情報の有無 □有  ☑無 

記録情報の目的外利用の有無 □有  ☑無 

記録情報の経常的提供先の有無 □有  ☑無（                  ） 

外部委託の有無 ☑有  □無 

特定個人情報の該当性 □該当する ☑該当しない 

個人番号の利用根拠（特定個人情報に該

当する場合のみ） 

□番号法第９条第１項：別表第１項番（  ） 

□番号法第９条第２項：根拠条例（           ） 

□番号法第９条第４項 

□その他（                     ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

【開示・訂正・利用停止請求先】 

（名 称）総務部 総務課 文書係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1055 

【個人情報ファイルの内容に関する連絡先】 

（名 称）区民部 収納課 徴収係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話）03-5246-1107～1109 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 

 

― 

 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有  □無 
 



 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときは、その旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



第１号様式（第３条関係） 

 

台東区個人情報ファイル簿（単票） 

 ファイル番号 3308 

個人情報ファイルの名称 後期高齢者医療保険料・介護保険料月次欠損処理資料 

行政機関等の名称 台東区長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称（所管課） 
区民部収納課 

個人情報ファイルの利用目的 
後期高齢者医療保険料及び介護保険料の滞納整理事務のため

に利用する。 

個人情報ファイルの保有開始日 ☑継続（令和５年４月１日以前） □新規（ 年 月 日） 

記録項目 

１．宛名番号、２．住所、３．氏名、４．欠損法令、５．欠損

年月日、６．科目、７．賦課年度、８．相当年度、９．期別、

１０．通知書番号、１１．欠損額 

記録範囲 後期高齢者医療保険料及び介護保険料の滞納者 

記録情報の収集方法 
滞納管理システム閲覧、住基システム閲覧、後期高齢者医療保

険システム閲覧、介護保険システム閲覧 

要配慮個人情報の有無 □有  ☑無 

記録情報の目的外利用の有無 ☑有  □無 

記録情報の経常的提供先の有無 □有  ☑無（                  ） 

外部委託の有無 □有  ☑無 

特定個人情報の該当性 □該当する ☑該当しない 

個人番号の利用根拠（特定個人情報に該

当する場合のみ） 

□番号法第９条第１項：別表第１項番（  ） 

□番号法第９条第２項：根拠条例（           ） 

□番号法第９条第４項 

□その他（                     ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

【開示・訂正・利用停止請求先】 

（名 称）総務部 総務課 文書係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1055 

【個人情報ファイルの内容に関する連絡先】 

（名 称）区民部 収納課 徴収係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話）03-5246-1107～1109 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 

 

― 

 



 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有  □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときは、その旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



第１号様式（第３条関係） 

 

台東区個人情報ファイル簿（単票） 

 ファイル番号 3309 

個人情報ファイルの名称 滞納個人情報 

行政機関等の名称 台東区長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称（所管課） 
区民部収納課 

個人情報ファイルの利用目的 
特別区民税都民税、軽自動車税、国民健康保険料、後期高齢者

医療保険料及び介護保険料の滞納整理事務のために利用する。 

個人情報ファイルの保有開始日 ☑継続（令和５年４月１日以前） □新規（ 年 月 日） 

記録項目 

１．宛名番号、２．世帯番号、３．転居転出年月日、４．続柄、

５．性別、６．住所、７．氏名、８．送付先住所、９．前住所、

１０．戸籍本籍、１１．戸籍筆頭者、１２．個人未納額 

記録範囲 台東区に住所を置いている方 

記録情報の収集方法 
滞納管理システム閲覧、住基・税務・国民健康保険システム閲

覧、後期高齢者医療保険システム閲覧、介護保険システム閲覧 

要配慮個人情報の有無 □有  ☑無 

記録情報の目的外利用の有無 ☑有  □無 

記録情報の経常的提供先の有無 □有  ☑無（                  ） 

外部委託の有無 □有  ☑無 

特定個人情報の該当性 □該当する ☑該当しない 

個人番号の利用根拠（特定個人情報に該

当する場合のみ） 

□番号法第９条第１項：別表第１項番（  ） 

□番号法第９条第２項：根拠条例（           ） 

□番号法第９条第４項 

□その他（                     ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

【開示・訂正・利用停止請求先】 

（名 称）総務部 総務課 文書係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1055 

【個人情報ファイルの内容に関する連絡先】 

（名 称）区民部 収納課 徴収係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話）03-5246-1107～1109 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 

 

― 

 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有  □無 
 



 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときは、その旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



第１号様式（第３条関係） 

 

台東区個人情報ファイル簿（単票） 

 ファイル番号 3310 

個人情報ファイルの名称 滞納電話番号 

行政機関等の名称 台東区長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称（所管課） 
区民部収納課 

個人情報ファイルの利用目的 
特別区民税都民税、軽自動車税、国民健康保険料、後期高齢者

医療保険料及び介護保険料の滞納整理事務のために利用する。 

個人情報ファイルの保有開始日 ☑継続（令和５年４月１日以前） □新規（ 年 月 日） 

記録項目 

１．宛名番号、２．優先フラグ、３．電話番号、４．電話種類

区分、５．備考、６．データ追加日、７．データ更新日、８．

更新担当者 

記録範囲 
特別区民税都民税、軽自動車税、国民健康保険料、後期高齢者

医療保険料及び介護保険料の滞納者 

記録情報の収集方法 本人から徴取 

要配慮個人情報の有無 □有  ☑無 

記録情報の目的外利用の有無 ☑有  □無 

記録情報の経常的提供先の有無 □有  ☑無（                  ） 

外部委託の有無 ☑有  □無 

特定個人情報の該当性 □該当する ☑該当しない 

個人番号の利用根拠（特定個人情報に該

当する場合のみ） 

□番号法第９条第１項：別表第１項番（  ） 

□番号法第９条第２項：根拠条例（           ） 

□番号法第９条第４項 

□その他（                     ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

【開示・訂正・利用停止請求先】 

（名 称）総務部 総務課 文書係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1055 

【個人情報ファイルの内容に関する連絡先】 

（名 称）区民部 収納課 徴収係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話）03-5246-1107～1109 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 

 

― 

 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有  □無 
 



 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときは、その旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



第１号様式（第３条関係） 

 

台東区個人情報ファイル簿（単票） 

 ファイル番号 3311 

個人情報ファイルの名称 特別区民税都民税延滞金減免処理簿 

行政機関等の名称 台東区長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称（所管課） 
区民部収納課 

個人情報ファイルの利用目的 特別区民税都民税の滞納整理事務のために利用する。 

個人情報ファイルの保有開始日 ☑継続（令和５年４月１日以前） □新規（ 年 月 日） 

記録項目 

１．収受番号、２．宛名番号、３．氏名、４．担当者、５．件

数、６．減免金額、７．減免理由、８．収受日、９．決裁日、

１０．減免処理日、１１．許可・不許可区分 

記録範囲 特別区民税都民税を滞納 

記録情報の収集方法 
本人から徴取、滞納管理システム閲覧、住基・税務システム閲

覧 

要配慮個人情報の有無 □有  ☑無 

記録情報の目的外利用の有無 ☑有  □無 

記録情報の経常的提供先の有無 □有  ☑無（                  ） 

外部委託の有無 □有  ☑無 

特定個人情報の該当性 □該当する ☑該当しない 

個人番号の利用根拠（特定個人情報に該

当する場合のみ） 

□番号法第９条第１項：別表第１項番（  ） 

□番号法第９条第２項：根拠条例（           ） 

□番号法第９条第４項 

□その他（                     ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

【開示・訂正・利用停止請求先】 

（名 称）総務部 総務課 文書係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1055 

【個人情報ファイルの内容に関する連絡先】 

（名 称）区民部 収納課 徴収係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話）03-5246-1107～1109 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 

 

― 

 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有  ☑無 
 



 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときは、その旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



第１号様式（第３条関係） 

 

台東区個人情報ファイル簿（単票） 

 ファイル番号 3312 

個人情報ファイルの名称 原符入力表 

行政機関等の名称 台東区長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称（所管課） 
区民部収納課 

個人情報ファイルの利用目的 
特別区民税都民税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及

び介護保険料の滞納整理事務のために利用する。 

個人情報ファイルの保有開始日 ☑継続（令和５年４月１日以前） □新規（ 年 月 日） 

記録項目 
１．宛名番号、２．記録年月日、３．記録時間、４．記事内容、

５．記録備考、６．担当者名 

記録範囲 
特別区民税都民税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及

び介護保険料の賦課がある者 

記録情報の収集方法 各課からの情報を閲覧 

要配慮個人情報の有無 □有  ☑無 

記録情報の目的外利用の有無 ☑有  □無 

記録情報の経常的提供先の有無 □有  ☑無（                  ） 

外部委託の有無 ☑有  □無 

特定個人情報の該当性 □該当する ☑該当しない 

個人番号の利用根拠（特定個人情報に該

当する場合のみ） 

□番号法第９条第１項：別表第１項番（  ） 

□番号法第９条第２項：根拠条例（           ） 

□番号法第９条第４項 

□その他（                     ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

【開示・訂正・利用停止請求先】 

（名 称）総務部 総務課 文書係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1055 

【個人情報ファイルの内容に関する連絡先】 

（名 称）区民部 収納課 徴収係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話）03-5246-1107～1109 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 

 

― 

 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有  □無 
 



 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときは、その旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



第１号様式（第３条関係） 

 

台東区個人情報ファイル簿（単票） 

 ファイル番号 3313 

個人情報ファイルの名称 滞納電話催告リスト 

行政機関等の名称 台東区長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称（所管課） 
区民部収納課 

個人情報ファイルの利用目的 
特別区民税都民税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及

び介護保険料の滞納整理事務のために利用する。 

個人情報ファイルの保有開始日 ☑継続（令和５年４月１日以前） □新規（ 年 月 日） 

記録項目 
１．宛名番号、２．氏名、３．架電結果（架電可否、納付約束、

伝言依頼、留守電、不在等）、４．備考 

記録範囲 
特別区民税都民税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及

び介護保険料の滞納者 

記録情報の収集方法 

本人からの徴取、滞納管理システム閲覧、住基・税務・国民健

康保険システム閲覧、後期高齢者医療保険システム閲覧、介護

保険システム閲覧 

要配慮個人情報の有無 □有  ☑無 

記録情報の目的外利用の有無 ☑有  □無 

記録情報の経常的提供先の有無 □有  ☑無（                  ） 

外部委託の有無 ☑有  □無 

特定個人情報の該当性 □該当する ☑該当しない 

個人番号の利用根拠（特定個人情報に該

当する場合のみ） 

□番号法第９条第１項：別表第１項番（  ） 

□番号法第９条第２項：根拠条例（           ） 

□番号法第９条第４項 

□その他（                     ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

【開示・訂正・利用停止請求先】 

（名 称）総務部 総務課 文書係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1055 

【個人情報ファイルの内容に関する連絡先】 

（名 称）区民部 収納課 徴収係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話）03-5246-1107～1109 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 

 

― 

 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有  ☑無 
 



 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときは、その旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



第１号様式（第３条関係） 

 

台東区個人情報ファイル簿（単票） 

 ファイル番号 3314 

個人情報ファイルの名称 滞納交渉記録 

行政機関等の名称 台東区長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称（所管課） 
区民部収納課 

個人情報ファイルの利用目的 
特別区民税都民税、軽自動車税、国民健康保険料、後期高齢者

医療保険料及び介護保険料の滞納整理事務のために利用する。 

個人情報ファイルの保有開始日 ☑継続（令和５年４月１日以前） □新規（ 年 月 日） 

記録項目 
１．宛名番号、２．氏名、３．記録年月日、４．交渉内容、５．

対応者 

記録範囲 
特別区民税都民税、軽自動車税、国民健康保険料、後期高齢者

医療保険料及び介護保険料の賦課がある者 

記録情報の収集方法 
滞納管理システム閲覧、住基・税務・国民健康保険システム閲

覧、後期高齢者医療保険システム閲覧、介護保険システム閲覧 

要配慮個人情報の有無 □有  ☑無 

記録情報の目的外利用の有無 ☑有  □無 

記録情報の経常的提供先の有無 □有  ☑無（                  ） 

外部委託の有無 □有  ☑無 

特定個人情報の該当性 □該当する ☑該当しない 

個人番号の利用根拠（特定個人情報に該

当する場合のみ） 

□番号法第９条第１項：別表第１項番（  ） 

□番号法第９条第２項：根拠条例（           ） 

□番号法第９条第４項 

□その他（                     ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

【開示・訂正・利用停止請求先】 

（名 称）総務部 総務課 文書係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1055 

【個人情報ファイルの内容に関する連絡先】 

（名 称）区民部 収納課 徴収係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話）03-5246-1107～1109 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 

 

― 

 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有  □無 
 



 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときは、その旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



第１号様式（第３条関係） 

 

台東区個人情報ファイル簿（単票） 

 ファイル番号 3401 

個人情報ファイルの名称 戸籍簿 

行政機関等の名称 台東区長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称（所管課） 
区民部戸籍住民サービス課 

個人情報ファイルの利用目的 戸籍の整備管理をするために利用する。 

個人情報ファイルの保有開始日 ☑継続（令和５年４月１日以前） □新規（ 年 月 日） 

記録項目 

１．本籍、２．氏名、３．出生の年月日、４．戸籍に入った原

因及び年月日、５．実父母の氏名及び実父母との続柄、６．養

子であるときは、養親の氏名及び養親との続柄、７．夫婦につ

いては、夫又は妻である旨、８．他の戸籍から入った者につい

ては、その戸籍の表示、９．その他法務省令で定める事項 

記録範囲 台東区に本籍を有する者、台東区に戸籍の届出を行った者 

記録情報の収集方法 本人から徴取、他の市区町村及び家庭裁判所に公用請求 

要配慮個人情報の有無 □有  ☑無 

記録情報の目的外利用の有無 □有  ☑無 

記録情報の経常的提供先の有無 ☑有（法務大臣）  □無 

外部委託の有無 □有  ☑無 

特定個人情報の該当性 □該当する ☑該当しない 

個人番号の利用根拠（特定個人情報に該

当する場合のみ） 

□番号法第９条第１項：別表第１項番（  ） 

□番号法第９条第２項：根拠条例（           ） 

□番号法第９条第４項 

□その他（                     ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

別途、個別法に基づく証明書等の交付により開示等ができます

ので、詳しくは、所管部署（連絡先戸籍住民サービス課

5246-1163）にお問合せください。 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 

記録項目の内容については、戸籍法（昭和２２年法律第２２４

号）第１１３条から同第１１６条に基づき訂正申請ができる。 

 



 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有  ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときは、その旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



第１号様式（第３条関係） 

 

台東区個人情報ファイル簿（単票） 

 ファイル番号 3402 

個人情報ファイルの名称 除籍簿（改正原戸籍を含む） 

行政機関等の名称 台東区長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称（所管課） 
区民部戸籍住民サービス課 

個人情報ファイルの利用目的 戸籍の整備管理をするために利用する。 

個人情報ファイルの保有開始日 ☑継続（令和５年４月１日以前） □新規（ 年 月 日） 

記録項目 

１．本籍、２．氏名、３．出生の年月日、４．戸籍に入った原

因及び年月日、５．実父母の氏名及び実父母との続柄、６．養

子であるときは、養親の氏名及び養親との続柄、７．夫婦につ

いては、夫又は妻である旨、８．他の戸籍から入った者につい

ては、その戸籍の表示、９．その他法務省令で定める事項 

記録範囲 台東区に本籍を有する者、台東区に戸籍の届出を行った者 

記録情報の収集方法 本人から徴取、他の市区町村及び家庭裁判所に公用請求 

要配慮個人情報の有無 □有  ☑無 

記録情報の目的外利用の有無 □有  ☑無 

記録情報の経常的提供先の有無 ☑有（法務大臣）  □無 

外部委託の有無 □有  ☑無 

特定個人情報の該当性 □該当する ☑該当しない 

個人番号の利用根拠（特定個人情報に該

当する場合のみ） 

□番号法第９条第１項：別表第１項番（  ） 

□番号法第９条第２項：根拠条例（           ） 

□番号法第９条第４項 

□その他（                     ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

別途、個別法に基づく証明書等の交付により開示等ができます

ので、詳しくは、所管部署（連絡先戸籍住民サービス課

5246-1163）にお問合せください。 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 

記録項目の内容については、戸籍法（昭和２２年法律第２２４

号）第１１３条から同第１１６条に基づき訂正申請ができる。 

 



 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有  ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときは、その旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



第１号様式（第３条関係） 

 

台東区個人情報ファイル簿（単票） 

 ファイル番号 3403 

個人情報ファイルの名称 戸籍受付帳 

行政機関等の名称 台東区長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称（所管課） 
区民部戸籍住民サービス課 

個人情報ファイルの利用目的 
日本国民についてその親族的な身分関係を登録し、公証する公

簿である戸籍の整備管理を行うために利用する。 

個人情報ファイルの保有開始日 ☑継続（令和５年４月１日以前） □新規（ 年 月 日） 

記録項目 

１．届出事件名、２．届出事件本人の氏名及び本籍又は国籍、

３．届出人が届出事件本人以外のときは届出人の資格及び氏

名、４．受附の番号及び年月日、５．受理又は送付の別、６．

出生届のときは出生の年月日、７．死亡又は失踪の届出のとき

は死亡の年月日時分又は死亡とみなされる年月日、８．電子情

報処理組織による戸籍の届出のときはその旨  

記録範囲 
台東区で届出を受理又は他自治体等から送付を受けた台東区

が本籍地の者 

記録情報の収集方法 本人から徴取、他の市区町村及び家庭裁判所に公用請求 

要配慮個人情報の有無 □有  ☑無 

記録情報の目的外利用の有無 □有  ☑無 

記録情報の経常的提供先の有無 □有  ☑無（                  ） 

外部委託の有無 □有  ☑無 

特定個人情報の該当性 □該当する ☑該当しない 

個人番号の利用根拠（特定個人情報に該

当する場合のみ） 

□番号法第９条第１項：別表第１項番（  ） 

□番号法第９条第２項：根拠条例（           ） 

□番号法第９条第４項 

□その他（                     ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

【開示・訂正・利用停止請求先】 

（名 称）総務部 総務課 文書係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1055 

【個人情報ファイルの内容に関する連絡先】 

（名 称）区民部 戸籍住民サービス課 証明担当 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1163 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 

 

― 

 



 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有  ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときは、その旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



第１号様式（第３条関係） 

 

台東区個人情報ファイル簿（単票） 

 ファイル番号 3404 

個人情報ファイルの名称 創設的届出書（戸籍の記載を要しないもの） 

行政機関等の名称 台東区長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称（所管課） 
区民部戸籍住民サービス課 

個人情報ファイルの利用目的 
日本国内における外国人の身分関係を公証する目的で、届書類

を管理するために利用する。 

個人情報ファイルの保有開始日 ☑継続（令和５年４月１日以前） □新規（ 年 月 日） 

記録項目 

１．届出事件、２．届出の年月日、３．届出人の出生の年月日、

住所及び国籍、４．届出人と届出事件の本人と異なるときは、

届出事件の本人の氏名、出生の年月日、住所、国籍及び届出人

の資格 

記録範囲 台東区に戸籍の届出を行った者（外国人） 

記録情報の収集方法 本人から徴取 

要配慮個人情報の有無 □有  ☑無 

記録情報の目的外利用の有無 □有  ☑無 

記録情報の経常的提供先の有無 □有  ☑無（                  ） 

外部委託の有無 □有  ☑無 

特定個人情報の該当性 □該当する ☑該当しない 

個人番号の利用根拠（特定個人情報に該

当する場合のみ） 

□番号法第９条第１項：別表第１項番（  ） 

□番号法第９条第２項：根拠条例（           ） 

□番号法第９条第４項 

□その他（                     ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

別途、個別法に基づく証明書等の交付により開示等ができます

ので、詳しくは、所管部署（連絡先戸籍住民サービス課

5246-1163）にお問合せください。 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 

 

 

 



 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有  □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときは、その旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



第１号様式（第３条関係） 

 

台東区個人情報ファイル簿（単票） 

 ファイル番号 3405 

個人情報ファイルの名称 報告的届出書（戸籍の記載を要しないもの） 

行政機関等の名称 台東区長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称（所管課） 
区民部戸籍住民サービス課 

個人情報ファイルの利用目的 
日本国内における外国人の身分関係を公証するため、届書類を

管理する。 

個人情報ファイルの保有開始日 ☑継続（令和５年４月１日以前） □新規（ 年 月 日） 

記録項目 

１．届出事件、２．届出の年月日、３．届出人の出生の年月日、

住所及び国籍、４．届出人と届出事件の本人と異なるときは、

届出事件の本人の氏名、出生の年月日、住所、国籍及び届出人

の資格 

記録範囲 台東区に戸籍の届出を行った者（外国人） 

記録情報の収集方法 本人から徴取 

要配慮個人情報の有無 □有  ☑無 

記録情報の目的外利用の有無 □有  ☑無 

記録情報の経常的提供先の有無 □有  ☑無（                  ） 

外部委託の有無 □有  ☑無 

特定個人情報の該当性 □該当する ☑該当しない 

個人番号の利用根拠（特定個人情報に該

当する場合のみ） 

□番号法第９条第１項：別表第１項番（  ） 

□番号法第９条第２項：根拠条例（           ） 

□番号法第９条第４項 

□その他（                     ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

別途、個別法に基づく証明書等の交付により開示等ができます

ので、詳しくは、所管部署（連絡先戸籍住民サービス課

5246-1163）にお問合せください。 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 

 

 

 



 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有  □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときは、その旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



第１号様式（第３条関係） 

 

台東区個人情報ファイル簿（単票） 

 ファイル番号 3406 

個人情報ファイルの名称 戸籍見出帳 

行政機関等の名称 台東区長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称（所管課） 
区民部戸籍住民サービス課 

個人情報ファイルの利用目的 戸籍簿を検索するために利用する。 

個人情報ファイルの保有開始日 ☑継続（令和５年４月１日以前） □新規（ 年 月 日） 

記録項目 

１．氏名、２．生年月日、３．筆頭者、４．本籍、 

５．戸籍の編製日、６．戸籍の消除日、７．戸籍の除籍日、８．

消除日又は改製日 

記録範囲 
台東区の戸籍に記載されている者（その戸籍から除かれた者を

含む） 

記録情報の収集方法 本人から聴取 

要配慮個人情報の有無 □有  ☑無 

記録情報の目的外利用の有無 □有  ☑無 

記録情報の経常的提供先の有無 □有  ☑無（                  ） 

外部委託の有無 □有  ☑無 

特定個人情報の該当性 □該当する ☑該当しない 

個人番号の利用根拠（特定個人情報に該

当する場合のみ） 

□番号法第９条第１項：別表第１項番（  ） 

□番号法第９条第２項：根拠条例（           ） 

□番号法第９条第４項 

□その他（                     ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

【開示・訂正・利用停止請求先】 

（名 称）総務部 総務課 文書係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1055 

【個人情報ファイルの内容に関する連絡先】 

（名 称）区民部 戸籍住民サービス課 管理担当 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1161 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 

 

－ 

 



 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有  ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときは、その旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



第１号様式（第３条関係） 

 

台東区個人情報ファイル簿（単票） 

 ファイル番号 3407 

個人情報ファイルの名称 除籍見出（システム） 

行政機関等の名称 台東区長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称（所管課） 
区民部戸籍住民サービス課 

個人情報ファイルの利用目的 除籍簿を検索するために利用する。 

個人情報ファイルの保有開始日 ☑継続（令和５年４月１日以前） □新規（ 年 月 日） 

記録項目 

１．氏名、２．生年月日、３．筆頭者、４．本籍、５．戸籍の

編製日、６．戸籍の消除日、７．戸籍の除籍日、８．消除日又

は改製日 

記録範囲 台東区の戸籍から除かれた者 

記録情報の収集方法 本人から聴取 

要配慮個人情報の有無 □有  ☑無 

記録情報の目的外利用の有無 □有  ☑無 

記録情報の経常的提供先の有無 □有  ☑無（                  ） 

外部委託の有無 □有  ☑無 

特定個人情報の該当性 □該当する ☑該当しない 

個人番号の利用根拠（特定個人情報に該

当する場合のみ） 

□番号法第９条第１項：別表第１項番（  ） 

□番号法第９条第２項：根拠条例（           ） 

□番号法第９条第４項 

□その他（                     ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

【開示・訂正・利用停止請求先】 

（名 称）総務部 総務課 文書係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1055 

【個人情報ファイルの内容に関する連絡先】 

（名 称）区民部 戸籍住民サービス課 管理担当 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1161 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 

 

－ 

 



 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有  ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときは、その旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



第１号様式（第３条関係） 

 

台東区個人情報ファイル簿（単票） 

 ファイル番号 3408 

個人情報ファイルの名称 除籍見出（紙） 

行政機関等の名称 台東区長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称（所管課） 
区民部戸籍住民サービス課 

個人情報ファイルの利用目的 除籍簿を検索するために利用する。 

個人情報ファイルの保有開始日 ☑継続（令和５年４月１日以前） □新規（ 年 月 日） 

記録項目 

１．筆頭者、２．本籍、３．戸籍の編製日、４．戸籍の除籍日 

記録範囲 台東区の戸籍から除かれた者 

記録情報の収集方法 本人から聴取 

要配慮個人情報の有無 □有  ☑無 

記録情報の目的外利用の有無 □有  ☑無 

記録情報の経常的提供先の有無 □有  ☑無（                  ） 

外部委託の有無 □有  ☑無 

特定個人情報の該当性 □該当する ☑該当しない 

個人番号の利用根拠（特定個人情報に該

当する場合のみ） 

□番号法第９条第１項：別表第１項番（  ） 

□番号法第９条第２項：根拠条例（           ） 

□番号法第９条第４項 

□その他（                     ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

【開示・訂正・利用停止請求先】 

（名 称）総務部 総務課 文書係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1055 

【個人情報ファイルの内容に関する連絡先】 

（名 称）区民部 戸籍住民サービス課 管理担当 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1161 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 

 

－ 

 



 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有  □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときは、その旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



第１号様式（第３条関係） 

 

台東区個人情報ファイル簿（単票） 

 ファイル番号 3409 

個人情報ファイルの名称 戸籍の附票 

行政機関等の名称 台東区長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称（所管課） 
区民部戸籍住民サービス課 

個人情報ファイルの利用目的 住民基本台帳に関する事務のために利用する。 

個人情報ファイルの保有開始日 ☑継続（令和５年４月１日以前） □新規（ 年 月 日） 

記録項目 

１．本籍、２．氏名、３．住所、４．住定地、５．年月日、６．

性別、７．改製日 

記録範囲 筆頭者及び構成員 

記録情報の収集方法 住民登録地の自治体から受領 

要配慮個人情報の有無 □有  ☑無 

記録情報の目的外利用の有無 □有  ☑無 

記録情報の経常的提供先の有無 □有  ☑無（                  ） 

外部委託の有無 ☑有  □無 

特定個人情報の該当性 □該当する ☑該当しない 

個人番号の利用根拠（特定個人情報に該

当する場合のみ） 

□番号法第９条第１項：別表第１項番（  ） 

□番号法第９条第２項：根拠条例（           ） 

□番号法第９条第４項 

□その他（                     ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

 

 

 

別途、個別法に基づき証明書等の交付により、開示等ができま

すので、詳しくは、所管部署（連絡先：戸籍住民サービス課証

明担当 5246-1163）にお問合せください。 

 

 

 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 

 

― 

 



 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有  ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときは、その旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



第１号様式（第３条関係） 

 

台東区個人情報ファイル簿（単票） 

 ファイル番号 3410 

個人情報ファイルの名称 除かれた戸籍の附票 

行政機関等の名称 台東区長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称（所管課） 
区民部戸籍住民サービス課 

個人情報ファイルの利用目的 住民基本台帳に関する事務のために利用する。 

個人情報ファイルの保有開始日 ☑継続（令和５年４月１日以前） □新規（ 年 月 日） 

記録項目 

１．本籍、２．氏名、３．住所、４．住定地、５．年月日、６．

性別、７．改製日 

記録範囲 筆頭者及び構成員 

記録情報の収集方法 住民登録地の自治体から受領 

要配慮個人情報の有無 □有  ☑無 

記録情報の目的外利用の有無 □有  ☑無 

記録情報の経常的提供先の有無 □有  ☑無（                  ） 

外部委託の有無 □有  ☑無 

特定個人情報の該当性 □該当する ☑該当しない 

個人番号の利用根拠（特定個人情報に該

当する場合のみ） 

□番号法第９条第１項：別表第１項番（  ） 

□番号法第９条第２項：根拠条例（           ） 

□番号法第９条第４項 

□その他（                     ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

 

 

 

別途、個別法に基づき証明書等の交付により、開示等ができま

すので、詳しくは、所管部署（連絡先：戸籍住民サービス課 

証明担当 5246-1163）にお問合せください。 

 

 

 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 

 

― 

 



 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有  ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときは、その旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



第１号様式（第３条関係） 

 

台東区個人情報ファイル簿（単票） 

 ファイル番号 3411 

個人情報ファイルの名称 改製原戸籍の附票 

行政機関等の名称 台東区長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称（所管課） 
区民部戸籍住民サービス課 

個人情報ファイルの利用目的 住民基本台帳に関する事務のために利用する。 

個人情報ファイルの保有開始日 ☑継続（令和５年４月１日以前） □新規（ 年 月 日） 

記録項目 

１．本籍、２．記載事項欄、３．住所、４．住所を定めた年月

日、５．氏名（筆頭者）、６．名（構成員） 

記録範囲 筆頭者及び構成員 

記録情報の収集方法 住民登録地の自治体から受領 

要配慮個人情報の有無 □有  ☑無 

記録情報の目的外利用の有無 □有  ☑無 

記録情報の経常的提供先の有無 □有  ☑無（                  ） 

外部委託の有無 ☑有  □無 

特定個人情報の該当性 □該当する ☑該当しない 

個人番号の利用根拠（特定個人情報に該

当する場合のみ） 

□番号法第９条第１項：別表第１項番（  ） 

□番号法第９条第２項：根拠条例（           ） 

□番号法第９条第４項 

□その他（                     ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

 

 

 

別途、個別法に基づき証明書等の交付により、開示等ができま

すので、詳しくは、所管部署（連絡先：戸籍住民サービス課

5246-1163）にお問合せください。 

 

 

 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 

 

 

 



 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有  ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときは、その旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



第１号様式（第３条関係） 

 

台東区個人情報ファイル簿（単票） 

 ファイル番号 3412 

個人情報ファイルの名称 戸籍附票記載通知書 

行政機関等の名称 台東区 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称（所管課） 
区民部戸籍住民サービス課 

個人情報ファイルの利用目的 戸籍附票に住所を記載・修正するために利用する。 

個人情報ファイルの保有開始日 ☑継続（令和５年４月１日以前） □新規（ 年 月 日） 

記録項目 

１．氏名、２．性別、３．生年月日、４．住基異動事由、５．

届出日、６．筆頭者、７．本籍、８．新住所、９．旧住所、１

０．住所を定めた年月日、１１．住民票コード 

記録範囲 台東区の戸籍に記載されている者 

記録情報の収集方法 戸籍情報システム閲覧 

要配慮個人情報の有無 □有  ☑無 

記録情報の目的外利用の有無 □有  ☑無 

記録情報の経常的提供先の有無 □有  ☑無（                  ） 

外部委託の有無 ☑有  □無 

特定個人情報の該当性 □該当する ☑該当しない 

個人番号の利用根拠（特定個人情報に該

当する場合のみ） 

□番号法第９条第１項：別表第１項番（  ） 

□番号法第９条第２項：根拠条例（           ） 

□番号法第９条第４項 

□その他（                     ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

【開示・訂正・利用停止請求先】 

（名 称）総務部 総務課 文書係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1055 

【個人情報ファイルの内容に関する連絡先】 

（名 称）区民部 戸籍住民サービス課 管理担当 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1161 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 

 

－ 

 



 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有  □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときは、その旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



第１号様式（第３条関係） 

 

台東区個人情報ファイル簿（単票） 

 ファイル番号 3413 

個人情報ファイルの名称 人口動態調査出生票 

行政機関等の名称 台東区長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称（所管課） 
区民部戸籍住民サービス課 

個人情報ファイルの利用目的 出生の実態を明らかにするために利用する。 

個人情報ファイルの保有開始日 ☑継続（令和５年４月１日以前） □新規（ 年 月 日） 

記録項目 

１．氏名、２．続柄、３．性別、４．出生日、５．出生地、６．

住所、７．父母の氏名、８．父母の生年月日、９．父母の国籍、

１０．同居を始めたとき、１１．世帯の主な仕事、１２．体重

及び身長、１３．単胎・多胎の別、１４．妊娠週数、１５．母

の出産した子の数、１６．立会人等 

記録範囲 
日本で出生した者（外国人を含む。）及び外国で出生した日本

人のうち、台東区で届出が受理された者等 

記録情報の収集方法 届出人から徴取 

要配慮個人情報の有無 ☑有  □無 

記録情報の目的外利用の有無 □有  ☑無 

記録情報の経常的提供先の有無 □有  ☑無（                  ） 

外部委託の有無 ☑有  □無 

特定個人情報の該当性 □該当する ☑該当しない 

個人番号の利用根拠（特定個人情報に該

当する場合のみ） 

□番号法第９条第１項：別表第１項番（  ） 

□番号法第９条第２項：根拠条例（           ） 

□番号法第９条第４項 

□その他（                     ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

【開示・訂正・利用停止請求先】 

（名 称）総務部 総務課 文書係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1055 

【個人情報ファイルの内容に関する連絡先】 

（名 称）区民部 戸籍住民サービス課 管理担当 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1161 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 

 

― 

 



 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有  □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときは、その旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



第１号様式（第３条関係） 

 

台東区個人情報ファイル簿（単票） 

 ファイル番号 3414 

個人情報ファイルの名称 人口動態調査離婚票 

行政機関等の名称 台東区長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称（所管課） 
区民部戸籍住民サービス課 

個人情報ファイルの利用目的 離婚の実態を明らかにするために利用する。 

個人情報ファイルの保有開始日 ☑継続（令和５年４月１日以前） □新規（ 年 月 日） 

記録項目 

１．氏名、２．生年月、３．国籍、４．離婚の種別、５．未成

年の子の数、６．同居の期間、７．別居する前の住所、８．世

帯の主な仕事等 

記録範囲 
日本で離婚した者（外国人を含む。）及び外国で離婚した日本

人のうち、台東区で届出が受理された者等 

記録情報の収集方法 届出人から徴取 

要配慮個人情報の有無 ☑有  □無 

記録情報の目的外利用の有無 □有  ☑無 

記録情報の経常的提供先の有無 □有  ☑無（                  ） 

外部委託の有無 ☑有  □無 

特定個人情報の該当性 □該当する ☑該当しない 

個人番号の利用根拠（特定個人情報に該

当する場合のみ） 

□番号法第９条第１項：別表第１項番（  ） 

□番号法第９条第２項：根拠条例（           ） 

□番号法第９条第４項 

□その他（                     ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

【開示・訂正・利用停止請求先】 

（名 称）総務部 総務課 文書係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1055 

【個人情報ファイルの内容に関する連絡先】 

（名 称）区民部 戸籍住民サービス課 管理担当 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1161 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 

 

― 

 



 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有  □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときは、その旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



第１号様式（第３条関係） 

 

台東区個人情報ファイル簿（単票） 

 ファイル番号 3415 

個人情報ファイルの名称 人口動態調査婚姻票 

行政機関等の名称 台東区長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称（所管課） 
区民部戸籍住民サービス課 

個人情報ファイルの利用目的 婚姻の実態を明らかにするために利用する。 

個人情報ファイルの保有開始日 ☑継続（令和５年４月１日以前） □新規（ 年 月 日） 

記録項目 

１．氏名、２．生年月、３．夫の住所、４．国籍、５．婚姻後

の夫婦の氏、６．同居を始めたとき、７．初婚・再婚の別、８．

世帯の主な仕事等 

記録範囲 
日本で婚姻した者（外国人を含む。）及び外国で婚姻した日本

人のうち、台東区で届出が受理された者等 

記録情報の収集方法 届出人から徴取 

要配慮個人情報の有無 ☑有  □無 

記録情報の目的外利用の有無 □有  ☑無 

記録情報の経常的提供先の有無 □有  ☑無（                  ） 

外部委託の有無 ☑有  □無 

特定個人情報の該当性 □該当する ☑該当しない 

個人番号の利用根拠（特定個人情報に該

当する場合のみ） 

□番号法第９条第１項：別表第１項番（  ） 

□番号法第９条第２項：根拠条例（           ） 

□番号法第９条第４項 

□その他（                     ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

【開示・訂正・利用停止請求先】 

（名 称）総務部 総務課 文書係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1055 

【個人情報ファイルの内容に関する連絡先】 

（名 称）区民部 戸籍住民サービス課 管理担当 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1161 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 

 

― 

 



 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有  □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときは、その旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



第１号様式（第３条関係） 

 

台東区個人情報ファイル簿（単票） 

 ファイル番号 3416 

個人情報ファイルの名称 人口動態調査死亡票 

行政機関等の名称 台東区長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称（所管課） 
区民部戸籍住民サービス課 

個人情報ファイルの利用目的 死亡の実態を明らかにするために利用する。 

個人情報ファイルの保有開始日 ☑継続（令和５年４月１日以前） □新規（ 年 月 日） 

記録項目 

１．氏名、２．性別、３．生年月日、４．死亡したとき、５．

死亡したところ、６．住所、７．国籍、８．夫または妻、９．

世帯の主な仕事、１０．死亡の原因、１１．医師の住所及び氏

名等 

記録範囲 
日本で死亡した者（外国人を含む。）及び外国で死亡した日本

人のうち、台東区で届出が受理された者等 

記録情報の収集方法 届出人から徴取 

要配慮個人情報の有無 ☑有  □無 

記録情報の目的外利用の有無 □有  ☑無 

記録情報の経常的提供先の有無 □有  ☑無（                  ） 

外部委託の有無 ☑有  □無 

特定個人情報の該当性 □該当する ☑該当しない 

個人番号の利用根拠（特定個人情報に該

当する場合のみ） 

□番号法第９条第１項：別表第１項番（  ） 

□番号法第９条第２項：根拠条例（           ） 

□番号法第９条第４項 

□その他（                     ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

【開示・訂正・利用停止請求先】 

（名 称）総務部 総務課 文書係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1055 

【個人情報ファイルの内容に関する連絡先】 

（名 称）区民部 戸籍住民サービス課 管理担当 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1161 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 

 

― 

 



 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有  □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときは、その旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



第１号様式（第３条関係） 

 

台東区個人情報ファイル簿（単票） 

 ファイル番号 3417 

個人情報ファイルの名称 住民基本台帳法における支援措置者申出者一覧 

行政機関等の名称 台東区長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称（所管課） 
区民部戸籍住民サービス課 

個人情報ファイルの利用目的 
住民基本台帳事務における支援措置に関する事務のために利

用する。 

個人情報ファイルの保有開始日 ☑継続（令和５年４月１日以前） □新規（ 年 月 日） 

記録項目 

１．氏名、２．旧姓、３．通称名、４．生年月日、５．住所（現・

前・前々）６．本籍(現・前・前々） 

記録範囲 申出者及び併せて支援を求める者 

記録情報の収集方法 本人から徴取 

要配慮個人情報の有無 ☑有  □無 

記録情報の目的外利用の有無 □有  ☑無 

記録情報の経常的提供先の有無 □有  ☑無（                  ） 

外部委託の有無 □有  ☑無 

特定個人情報の該当性 □該当する ☑該当しない 

個人番号の利用根拠（特定個人情報に該

当する場合のみ） 

□番号法第９条第１項：別表第１項番（  ） 

□番号法第９条第２項：根拠条例（           ） 

□番号法第９条第４項 

□その他（                     ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

【開示・訂正・利用停止請求先】 

（名 称）総務部 総務課 文書係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1055 

【個人情報ファイルの内容に関する連絡先】 

（名 称）区民部 戸籍住民サービス課 証明担当 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1163 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 

 

 

 



 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有  ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときは、その旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



第１号様式（第３条関係） 

 

台東区個人情報ファイル簿（単票） 

 ファイル番号 3418 

個人情報ファイルの名称 住民記録情報 

行政機関等の名称 台東区長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称（所管課） 
区民部戸籍住民サービス課 

個人情報ファイルの利用目的 住民基本台帳事務の記録事務を行うために利用する。 

個人情報ファイルの保有開始日 ☑継続（令和５年４月１日以前） □新規（ 年 月 日） 

記録項目 

１．氏名、２．生年月日、３．性別、４．世帯主、５．続柄、

６．戸籍の表示、７．住民となった年月日、８．住定年月日、

９．届出年月日、１０．従前の住所、１１．個人番号、１２．

選挙人名簿登録情報、１３．国民健康保険・後期高齢保険・介

護保険・国民年金の資格情報 

記録範囲 台東区が備える住民基本台帳に記録されている者 

記録情報の収集方法 届出義務者・届出人から徴取 

要配慮個人情報の有無 □有  ☑無 

記録情報の目的外利用の有無 □有  ☑無 

記録情報の経常的提供先の有無 □有  ☑無（                  ） 

外部委託の有無 ☑有  □無 

特定個人情報の該当性 ☑該当する □該当しない 

個人番号の利用根拠（特定個人情報に該

当する場合のみ） 

□番号法第９条第１項：別表第１項番（  ） 

□番号法第９条第２項：根拠条例（           ） 

□番号法第９条第４項 

☑その他（住民基本台帳法第７条第８の２号） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

【開示・訂正・利用停止請求先】 

（名 称）総務部 総務課 文書係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1055 

【個人情報ファイルの内容に関する連絡先】 

（名 称）区民部 戸籍住民サービス課住民記録担当 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1164 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 

 

― 

 



 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有  ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときは、その旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



第１号様式（第３条関係） 

 

台東区個人情報ファイル簿（単票） 

 ファイル番号 3419 

個人情報ファイルの名称 出入国在留管理庁通知による異動者リスト 

行政機関等の名称 台東区長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称（所管課） 
区民部戸籍住民サービス課 

個人情報ファイルの利用目的 外国人住民の住民票記載に関する事務を行うために利用する。 

個人情報ファイルの保有開始日 ☑継続（令和５年４月１日以前） □新規（ 年 月 日） 

記録項目 

１．通知日、２．異動事由、３．発生日、４．氏名、５．生年

月日、６．性別、７．住所、８．国籍、９．在留情報、１０．

在留カードの番号 

記録範囲 
台東区に住民登録のある中長期在留資格・特別永住の資格を持

つ外国人のうち、在留情報等に変更のあった者 

記録情報の収集方法 出入国在留管理庁より受領 

要配慮個人情報の有無 □有  ☑無 

記録情報の目的外利用の有無 □有  ☑無 

記録情報の経常的提供先の有無 □有  ☑無（                  ） 

外部委託の有無 □有  ☑無 

特定個人情報の該当性 □該当する ☑該当しない 

個人番号の利用根拠（特定個人情報に該

当する場合のみ） 

□番号法第９条第１項：別表第１項番（  ） 

□番号法第９条第２項：根拠条例（           ） 

□番号法第９条第４項 

□その他（                     ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

【開示・訂正・利用停止請求先】 

（名 称）総務部 総務課 文書係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1055 

【個人情報ファイルの内容に関する連絡先】 

（名 称）区民部 戸籍住民サービス課住民記録担当 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1164 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 

 

― 

 



 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有  ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときは、その旨 
― 

備考  

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



第１号様式（第３条関係） 

 

台東区個人情報ファイル簿（単票） 

 ファイル番号 3420 

個人情報ファイルの名称 異動届のあった外国人に関する市町村通知送付リスト 

行政機関等の名称 台東区長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称（所管課） 
区民部戸籍住民サービス課 

個人情報ファイルの利用目的 
出入国在留管理庁へ外国人住民の異動情報を送付し、その履歴

照会事務を行うために利用する。 

個人情報ファイルの保有開始日 ☑継続（令和５年４月１日以前） □新規（ 年 月 日） 

記録項目 

１．通知作成日、２．異動事由、３．届出日、４．発生日、５．

氏名、６．性別、７．現住所、８．異動前住所、９．国籍、１

０．在留カード等の番号 

記録範囲 
台東区に住民登録している中長期在留・特別永住の資格を持つ

外国人のうち、異動届の提出があった者 

記録情報の収集方法 住民記録システム閲覧 

要配慮個人情報の有無 □有  ☑無 

記録情報の目的外利用の有無 □有  ☑無 

記録情報の経常的提供先の有無 □有  ☑無（                  ） 

外部委託の有無 □有  ☑無 

特定個人情報の該当性 □該当する ☑該当しない 

個人番号の利用根拠（特定個人情報に該

当する場合のみ） 

□番号法第９条第１項：別表第１項番（  ） 

□番号法第９条第２項：根拠条例（           ） 

□番号法第９条第４項 

□その他（                     ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

【開示・訂正・利用停止請求先】 

（名 称）総務部 総務課 文書係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1055 

【個人情報ファイルの内容に関する連絡先】 

（名 称）区民部 戸籍住民サービス課住民記録担当 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1164 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 

 

― 

 



 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有  ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときは、その旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



第１号様式（第３条関係） 

 

台東区個人情報ファイル簿（単票） 

 ファイル番号 3421 

個人情報ファイルの名称 旧特別永住者証明書の返送者一覧 

行政機関等の名称 台東区長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称（所管課） 
区民部戸籍住民サービス課 

個人情報ファイルの利用目的 返納を受けた旧証明書等の送付事務を行うために利用する。 

個人情報ファイルの保有開始日 ☑継続（令和５年４月１日以前） □新規（ 年 月 日） 

記録項目 

１．国籍、２．氏名、３．生年月日、４．証明書の番号、５．

返納理由 

記録範囲 
台東区に居住している特別永住者のうち、新証明書交付に伴う

旧証明書の返納等があった者 

記録情報の収集方法 返納を受けた旧証明書等より収集 

要配慮個人情報の有無 □有  ☑無 

記録情報の目的外利用の有無 □有  ☑無 

記録情報の経常的提供先の有無 □有  ☑無（                  ） 

外部委託の有無 □有  ☑無 

特定個人情報の該当性 □該当する ☑該当しない 

個人番号の利用根拠（特定個人情報に該

当する場合のみ） 

□番号法第９条第１項：別表第１項番（  ） 

□番号法第９条第２項：根拠条例（           ） 

□番号法第９条第４項 

□その他（                     ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

【開示・訂正・利用停止請求先】 

（名 称）総務部 総務課 文書係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1055 

【個人情報ファイルの内容に関する連絡先】 

（名 称）区民部 戸籍住民サービス課住民記録担当 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1164 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 

 

― 

 



 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有  □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときは、その旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



第１号様式（第３条関係） 

 

台東区個人情報ファイル簿（単票） 

 ファイル番号 3422 

個人情報ファイルの名称 印鑑登録原票 

行政機関等の名称 台東区長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称（所管課） 
区民部戸籍住民サービス課 

個人情報ファイルの利用目的 印鑑登録の内容確認のために利用する。 

個人情報ファイルの保有開始日 ☑継続（令和５年４月１日以前） □新規（ 年 月 日） 

記録項目 

１．印影、２．氏名、３．生年月日、４．性別、５.住所、 

６.備考、７.登録番号、８.登録年月日、９.再交付年月日、 

１０.改製年月日、１１.業務宛名、１２.除印年月日、 

１３.除印事由 

記録範囲 印鑑登録者 

記録情報の収集方法 本人および代理人から徴取 

要配慮個人情報の有無 □有  ☑無 

記録情報の目的外利用の有無 □有  ☑無 

記録情報の経常的提供先の有無 □有  ☑無（                  ） 

外部委託の有無 □有  ☑無 

特定個人情報の該当性 □該当する ☑該当しない 

個人番号の利用根拠（特定個人情報に該

当する場合のみ） 

□番号法第９条第１項：別表第１項番（  ） 

□番号法第９条第２項：根拠条例（           ） 

□番号法第９条第４項 

□その他（                     ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

【開示・訂正・利用停止請求先】 

（名 称）総務部 総務課 文書係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1055 

【個人情報ファイルの内容に関する連絡先】 

（名 称）区民部 戸籍住民サービス課住民記録担当 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1164 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 

 

― 

 



 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有  ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときは、その旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



第１号様式（第３条関係） 

 

台東区個人情報ファイル簿（単票） 

 ファイル番号 3423 

個人情報ファイルの名称 成年被後見人名簿 

行政機関等の名称 台東区長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称（所管課） 
区民部戸籍住民サービス課 

個人情報ファイルの利用目的 印鑑登録に関する無資格者登録事務を行うために利用する。 

個人情報ファイルの保有開始日 ☑継続（令和５年４月１日以前） □新規（ 年 月 日） 

記録項目 

１．氏名、２．生年月日、３．業務宛名、４．筆頭者、５．本

籍、６．住所、７．裁判確定日、８．登記日 

記録範囲 後見開始の審判に基づく登記が完了した成年被後見人 

記録情報の収集方法 対象者の本籍地または前住所地からの通知の受領 

要配慮個人情報の有無 □有  ☑無 

記録情報の目的外利用の有無 □有  ☑無 

記録情報の経常的提供先の有無 □有  ☑無（                  ） 

外部委託の有無 □有  ☑無 

特定個人情報の該当性 □該当する ☑該当しない 

個人番号の利用根拠（特定個人情報に該

当する場合のみ） 

□番号法第９条第１項：別表第１項番（  ） 

□番号法第９条第２項：根拠条例（           ） 

□番号法第９条第４項 

□その他（                     ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

【開示・訂正・利用停止請求先】 

（名 称）総務部 総務課 文書係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1055 

【個人情報ファイルの内容に関する連絡先】 

（名 称）区民部 戸籍住民サービス課住民記録担当 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1164 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 

 

― 

 



 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有  □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときは、その旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



第１号様式（第３条関係） 

 

台東区個人情報ファイル簿（単票） 

 ファイル番号 3424 

個人情報ファイルの名称 犯歴票 

行政機関等の名称 台東区長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称（所管課） 
区民部戸籍住民サービス課 

個人情報ファイルの利用目的 

国、他の地方公共団体、捜査機関や弁護士会、公認会計士会等

の公共的職責を担う団体からの、法令等に基づく欠格事由の照

会のために利用する。 

個人情報ファイルの保有開始日 ☑継続（令和５年４月１日以前） □新規（ 年 月 日） 

記録項目 

１．氏名、２．生年月日、３．本籍、４．筆頭者、５．続柄 

６．違反歴等 

記録範囲 台東区に本籍を有する者 

記録情報の収集方法 
東京地方検察庁、刑務所、保護観察所等からの犯歴に関する通

知の受領 

要配慮個人情報の有無 ☑有  □無 

記録情報の目的外利用の有無 □有  ☑無 

記録情報の経常的提供先の有無 ☑有  □無（                  ） 

外部委託の有無 □有  ☑無 

特定個人情報の該当性 □該当する ☑該当しない 

個人番号の利用根拠（特定個人情報に該

当する場合のみ） 

□番号法第９条第１項：別表第１項番（  ） 

□番号法第９条第２項：根拠条例（           ） 

□番号法第９条第４項 

□その他（                     ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

【開示・訂正・利用停止請求先】 

（名 称）総務部 総務課 文書係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1055 

【個人情報ファイルの内容に関する連絡先】 

（名 称）区民部 戸籍住民サービス課 管理担当 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1161 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 

 

― 

 



 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有  □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときは、その旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



第１号様式（第３条関係） 

 

台東区個人情報ファイル簿（単票） 

 ファイル番号 3501 

個人情報ファイルの名称 児童育成手当システム 

行政機関等の名称 台東区長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称（所管課） 
区民部子育て・若者支援課 

個人情報ファイルの利用目的 児童育成手当に関する認定・支給事務を行うために利用する。 

個人情報ファイルの保有開始日 ☑継続（令和５年４月１日以前） □新規（ 年 月 日） 

記録項目 

１．受給者氏名、２．受給者カナ氏名、３．受給者住所、４．

受給者生年月日、５．受給者性別、６．受給者口座情報、７．

受給者電話番号、８．該当事由、９．事由発生日、１０．障害

の有無、１１．児童氏名、１２．児童カナ氏名、１３．児童住

所、１４．児童性別、１５．配偶者氏名、１６．配偶者カナ氏

名、１７．配偶者生年月日、１８．配偶者の障害 

記録範囲 受給者、児童及び配偶者 

記録情報の収集方法 本人及び代理人から徴取、住民基本台帳システム閲覧 

要配慮個人情報の有無 □有  ☑無 

記録情報の目的外利用の有無 ☑有  □無 

記録情報の経常的提供先の有無 □有  ☑無（                  ） 

外部委託の有無 ☑有  □無 

特定個人情報の該当性 □該当する ☑該当しない 

個人番号の利用根拠（特定個人情報に該

当する場合のみ） 

□番号法第９条第１項：別表第１項番（  ） 

□番号法第９条第２項：根拠条例（     ） 

□番号法第９条第４項 

□その他（                     ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

【開示・訂正・利用停止請求先】 

（名 称）総務部 総務課 文書係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1055 

【個人情報ファイルの内容に関する連絡先】 

（名 称）区民部 子育て・若者支援課 給付担当 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1232 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 



 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有  □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときは、その旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



第１号様式（第３条関係） 

 

台東区個人情報ファイル簿（単票） 

 ファイル番号 3502 

個人情報ファイルの名称 児童手当システム 

行政機関等の名称 台東区長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称（所管課） 
区民部子育て・若者支援課 

個人情報ファイルの利用目的 児童手当に関する認定・支給事務を行うために利用する。 

個人情報ファイルの保有開始日 ☑継続（令和５年４月１日以前） □新規（ 年 月 日） 

記録項目 

１．受給者氏名、２．受給者カナ氏名、３．受給者住所、４．

受給者生年月日、５．受給者性別、６．受給者加入年金、７．

受給者口座情報、８．受給者電話番号、９．配偶者氏名、１０．

配偶者カナ氏名、１１．配偶者職業区分、１２．児童氏名、１

３．児童カナ氏名、１４．児童住所、１５．児童生年月日、１

６．児童性別 

記録範囲 受給者、配偶者及び児童 

記録情報の収集方法 本人及び代理人から徴取、住民基本台帳システム閲覧 

要配慮個人情報の有無 □有  ☑無 

記録情報の目的外利用の有無 ☑有  □無 

記録情報の経常的提供先の有無 ☑有（他自治体）□無 

外部委託の有無 ☑有  □無 

特定個人情報の該当性 □該当する ☑該当しない 

個人番号の利用根拠（特定個人情報に該

当する場合のみ） 

□番号法第９条第１項：別表第１項番（  ） 

□番号法第９条第２項：根拠条例（           ） 

□番号法第９条第４項 

□その他（                     ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

開示・訂正・利用停止請求先】 

（名 称）総務部 総務課 文書係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1055 

【個人情報ファイルの内容に関する連絡先】 

（名 称）区民部 子育て・若者支援課 給付担当 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話）03-5246-1232 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 

 

－ 

 



 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有  □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときは、その旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



第１号様式（第３条関係） 

 

台東区個人情報ファイル簿（単票） 

 ファイル番号 3503 

個人情報ファイルの名称 児童扶養手当システム 

行政機関等の名称 台東区長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称（所管課） 
区民部子育て・若者支援課 

個人情報ファイルの利用目的 児童扶養手当に関する認定・支給事務を行うために利用する。 

個人情報ファイルの保有開始日 ☑継続（令和５年４月１日以前） □新規（ 年 月 日） 

記録項目 

１．受給者氏名、２．受給者カナ氏名、３．受給者住所、 

４．受給者生年月日、５．受給者性別、６．受給者勤務先、 

７．受給者口座情報、８．受給者電話番号、９．該当事由、 

１０．事由発生日、１１．受給年金、１２．障害の有無、 

１３．児童氏名、１４．児童カナ氏名、１５．児童住所、 

１６．児童性別、１７．配偶者氏名、１８．配偶者カナ氏名、 

１９．配偶者生年月日、２０．配偶者の障害、 

２１．扶養義務者氏名、２２．扶養義務者カナ氏名、 

２３．扶養義務者住所、２４．扶養義務者続柄、２５．個人番

号 

記録範囲 受給者、児童、配偶者及び扶養義務者 

記録情報の収集方法 本人及び代理人から徴取、住民基本台帳システム閲覧 

要配慮個人情報の有無 □有  ☑無 

記録情報の目的外利用の有無 ☑有  □無 

記録情報の経常的提供先の有無 ☑有  □無（他自治体） 

外部委託の有無 ☑有  □無 

特定個人情報の該当性 ☑該当する □該当しない 

個人番号の利用根拠（特定個人情報に該

当する場合のみ） 

☑番号法第９条第１項：別表第１項番（３７） 

□番号法第９条第２項：根拠条例（           ） 

□番号法第９条第４項 

□その他（                     ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

【開示・訂正・利用停止請求先】 

（名 称）総務部 総務課 文書係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1055 

【個人情報ファイルの内容に関する連絡先】 

（名 称）区民部 子育て・若者支援課 給付担当 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話）03-5246-1232 



 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 

 

－ 

 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有  □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときは、その旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



第１号様式（第３条関係） 

 

台東区個人情報ファイル簿（単票） 

 ファイル番号 3504 

個人情報ファイルの名称 乳幼児医療費助成システム 

行政機関等の名称 台東区長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称（所管課） 
区民部子育て・若者支援課 

個人情報ファイルの利用目的 子ども医療証に関する認定・支給事務を行うために利用する。 

個人情報ファイルの保有開始日 ☑継続（令和５年４月１日以前） □新規（ 年 月 日） 

記録項目 

１．受給者氏名、２．受給者カナ氏名、３．受給者住所、 

４．受給者生年月日、５．受給者性別、６．受給者加入保険、

７．受給者口座情報、８．受給者電話番号、９．児童氏名、 

１０．児童カナ氏名、１１．児童生年月日、１２．児童性別、

１３．児童加入保険 

記録範囲 受給者及び児童 

記録情報の収集方法 受給者及び代理人から徴取、住民基本台帳システム閲覧 

要配慮個人情報の有無 □有  ☑無 

記録情報の目的外利用の有無 ☑有  □無 

記録情報の経常的提供先の有無 □有  ☑無（                  ） 

外部委託の有無 □有  ☑無 

特定個人情報の該当性 □該当する ☑該当しない 

個人番号の利用根拠（特定個人情報に該

当する場合のみ） 

□番号法第９条第１項：別表第１項番（  ） 

□番号法第９条第２項：根拠条例（           ） 

□番号法第９条第４項 

□その他（                     ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

【開示・訂正・利用停止請求先】 

（名 称）総務部 総務課 文書係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1055 

【個人情報ファイルの内容に関する連絡先】 

（名 称）区民部 子育て・若者支援課 給付担当 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話）03-5246-1232 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 

 

― 

 



 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有  □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときは、その旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



第１号様式（第３条関係） 

 

台東区個人情報ファイル簿（単票） 

 ファイル番号 3505 

個人情報ファイルの名称 貸付金管理システム 

行政機関等の名称 台東区長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称（所管課） 
区民部子育て・若者支援課 

個人情報ファイルの利用目的 
母子及び父子・女性福祉資金に関する支給・償還事務を行うた

めに利用する。 

個人情報ファイルの保有開始日 ☑継続（令和５年４月１日以前） □新規（ 年 月 日） 

記録項目 

１.借受人氏名、２.借受人カナ氏名、３.借受人住所、４.借受

人生年月日、５.借受人本籍、６.借受人電話番号、７.借受人

母(父)子の理由、８.借受人勤務先、９.貸付額、１０.連借人

氏名、１１.連借人カナ氏名、１２.連借人住所、１３.連借人

生年月日、１４.連借人本籍、１５.連借人電話番号、１６.連

借人続柄、１７.連借人修学先、１８.連保人氏名、１９.連保

人カナ氏名、２０.連保人住所、２１.連保人生年月日、２２.

連保人本籍、２３.連保人電話番号、２４.連保人続柄、２５.

連保人勤務先、２６.償還者口座情報、２７.償還金額 

記録範囲 借受人、連帯借受人及び連帯保証人 

記録情報の収集方法 本人から徴取、住民記録台帳の閲覧、官公署等に対し公用請求 

要配慮個人情報の有無 □有  ☑無 

記録情報の目的外利用の有無 □有  ☑無 

記録情報の経常的提供先の有無 ☑有（他自治体）  □無 

外部委託の有無 ☑有  □無 

特定個人情報の該当性 □該当する ☑該当しない 

個人番号の利用根拠（特定個人情報に該

当する場合のみ） 

□番号法第９条第１項：別表第１項番（４３） 

□番号法第９条第２項：根拠条例（           ） 

□番号法第９条第４項 

□その他（                     ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

【開示・訂正・利用停止請求先】 

（名 称）総務部 総務課 文書係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1055 

【個人情報ファイルの内容に関する連絡先】 

（名 称）区民部 子育て・若者支援課 給付担当 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話）03-5246-1232 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 

 

 



 

 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有  □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときは、その旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



第１号様式（第３条関係） 

 

台東区個人情報ファイル簿（単票） 

 ファイル番号 3506 

個人情報ファイルの名称 奨学給付金システム 

行政機関等の名称 台東区長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称（所管課） 
区民部子育て・若者支援課 

個人情報ファイルの利用目的 奨学給付金に関する認定・支給事務を行うために利用する。 

個人情報ファイルの保有開始日 ☑継続（令和５年４月１日以前） □新規（ 年 月 日） 

記録項目 

１．受給者氏名、２．受給者カナ氏名、３．受給者住所、 

４．受給者生年月日、５．受給者性別、６．受給者口座情報、 

７．児童氏名、８．児童カナ氏名、９．児童住所、 

１０．児童性別、１１．配偶者氏名、１２．配偶者カナ氏名、 

１３．配偶者生年月日 

記録範囲 受給者、児童及び配偶者 

記録情報の収集方法 本人及び代理人から徴取、住民基本台帳システム閲覧 

要配慮個人情報の有無 □有  ☑無 

記録情報の目的外利用の有無 ☑有  □無 

記録情報の経常的提供先の有無 □有  ☑無（                  ） 

外部委託の有無 □有  ☑無 

特定個人情報の該当性 □該当する ☑該当しない 

個人番号の利用根拠（特定個人情報に該

当する場合のみ） 

□番号法第９条第１項：別表第１項番（  ） 

□番号法第９条第２項：根拠条例（           ） 

□番号法第９条第４項 

□その他（                     ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

【開示・訂正・利用停止請求先】 

（名 称）総務部 総務課 文書係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1055 

【個人情報ファイルの内容に関する連絡先】 

（名 称）区民部 子育て・若者支援課 給付担当 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1232 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 

 

－ 

 



 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有  □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときは、その旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



第１号様式（第３条関係） 

 

台東区個人情報ファイル簿（単票） 

 ファイル番号 3601 

個人情報ファイルの名称 ファミリー・サポート・センターシステム 

行政機関等の名称 台東区長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称（所管課） 
区民部子ども家庭支援センター 

個人情報ファイルの利用目的 
ファミリー・サポート・センター会員間のマッチングを行うた

めに利用する。 

個人情報ファイルの保有開始日 ☑継続（令和５年４月１日以前） □新規（ 年 月 日） 

記録項目 

１.依頼会員氏名、２.児童氏名、３.提供会員氏名、４.性別、

５.生年月日、６.年齢、７.住所、８.電話番号、９.家族状況、

１０.健康状態、１１.病歴、１２.アレルギー情報、１３.勤務

先（名称・住所）、１４.所属先（学校、保育園、幼稚園等）、

１５.発育上の心配なこと、１６.援助活動に必要な情報（保育

に関する経験・資格、子育ての経験） 

記録範囲 依頼会員、その児童及び家族並びに提供会員及びその家族 

記録情報の収集方法 依頼会員、提供会員及び本人から徴取 

要配慮個人情報の有無 □有  ☑無 

記録情報の目的外利用の有無 □有  ☑無 

記録情報の経常的提供先の有無 □有  ☑無（                  ） 

外部委託の有無 ☑有  □無 

特定個人情報の該当性 □該当する ☑該当しない 

個人番号の利用根拠（特定個人情報に該

当する場合のみ） 

□番号法第９条第１項：別表第１項番（  ） 

□番号法第９条第２項：根拠条例（           ） 

□番号法第９条第４項 

□その他（                     ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

【開示・訂正・利用停止請求先】 

（名 称）総務部 総務課 文書係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1055 

【個人情報ファイルの内容に関する連絡先】 

（名 称）子ども家庭支援センター 

（所在地）〒111-0021 東京都台東区日本堤 2-25-8 

（電話）03-6458-1566 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 

 

 

 



 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有  ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときは、その旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



第１号様式（第３条関係） 

 

台東区個人情報ファイル簿（単票） 

 ファイル番号 3602 

個人情報ファイルの名称 １歳のお誕生日会対象者一覧表 

行政機関等の名称 台東区長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称（所管課） 
区民部子ども家庭支援センター 

個人情報ファイルの利用目的 １歳のお誕生日会開催のために利用する。 

個人情報ファイルの保有開始日 ☑継続（令和５年４月１日以前） □新規（ 年 月 日） 

記録項目 

１.児童氏名、２.児童カナ氏名、３.生年月日、４.住所 

記録範囲 １歳のお誕生日を迎える区内在住の児童 

記録情報の収集方法 子ども医療システム閲覧 

要配慮個人情報の有無 □有  ☑無 

記録情報の目的外利用の有無 □有  ☑無 

記録情報の経常的提供先の有無 □有  ☑無（                  ） 

外部委託の有無 □有  ☑無 

特定個人情報の該当性 □該当する ☑該当しない 

個人番号の利用根拠（特定個人情報に該

当する場合のみ） 

□番号法第９条第１項：別表第１項番（  ） 

□番号法第９条第２項：根拠条例（           ） 

□番号法第９条第４項 

□その他（                     ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

【開示・訂正・利用停止請求先】 

（名 称）総務部 総務課 文書係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1055 

【個人情報ファイルの内容に関する連絡先】 

（名 称）子ども家庭支援センター 

（所在地）〒111-0021 東京都台東区日本堤 2-25-8 

（電話）03-6458-1566 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 

 

 

 



 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときは、その旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



第１号様式（第３条関係） 

 

台東区個人情報ファイル簿（単票） 

 ファイル番号 3603 

個人情報ファイルの名称 ハーフバースデイ対象者一覧表 

行政機関等の名称 台東区長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称（所管課） 
区民部子ども家庭支援センター 

個人情報ファイルの利用目的 ハーフバースデイ開催のために利用する。 

個人情報ファイルの保有開始日 ☑継続（令和５年４月１日以前） □新規（ 年 月 日） 

記録項目 

１.児童氏名、２.児童カナ氏名、３.生年月日、４.住所 

記録範囲 生後６か月のお誕生日を迎える区内在住の児童 

記録情報の収集方法 子ども医療システム閲覧 

要配慮個人情報の有無 □有  ☑無 

記録情報の目的外利用の有無 □有  ☑無 

記録情報の経常的提供先の有無 □有  ☑無（                  ） 

外部委託の有無 □有  ☑無 

特定個人情報の該当性 □該当する ☑該当しない 

個人番号の利用根拠（特定個人情報に該

当する場合のみ） 

□番号法第９条第１項：別表第１項番（  ） 

□番号法第９条第２項：根拠条例（           ） 

□番号法第９条第４項 

□その他（                     ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

【開示・訂正・利用停止請求先】 

（名 称）総務部 総務課 文書係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1055 

【個人情報ファイルの内容に関する連絡先】 

（名 称）子ども家庭支援センター 

（所在地）〒111-0021 東京都台東区日本堤 2-25-8 

（電話）03-6458-1566 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 

 

 

 



 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときは、その旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



第１号様式（第３条関係） 

 

台東区個人情報ファイル簿（単票） 

 ファイル番号 3604 

個人情報ファイルの名称 子ども家庭支援センター顧客管理データベース 

行政機関等の名称 台東区長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称（所管課） 
区民部子ども家庭支援センター 

個人情報ファイルの利用目的 あそびひろば利用者情報を管理するために利用する。 

個人情報ファイルの保有開始日 ☑継続（令和５年４月１日以前） □新規（ 年 月 日） 

記録項目 

１.児童氏名、２.性別、３.生年月日、４.電話番号、５.保護

者氏名、６.続柄、７.住所、８.相談主訴 

記録範囲 あそびひろば利用者 

記録情報の収集方法 本人から徴取 

要配慮個人情報の有無 □有  ☑無 

記録情報の目的外利用の有無 □有  ☑無 

記録情報の経常的提供先の有無 □有  ☑無（                  ） 

外部委託の有無 □有  ☑無 

特定個人情報の該当性 □該当する ☑該当しない 

個人番号の利用根拠（特定個人情報に該

当する場合のみ） 

□番号法第９条第１項：別表第１項番（  ） 

□番号法第９条第２項：根拠条例（           ） 

□番号法第９条第４項 

□その他（                     ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

【開示・訂正・利用停止請求先】 

（名 称）総務部 総務課 文書係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1055 

【個人情報ファイルの内容に関する連絡先】 

（名 称）子ども家庭支援センター 

（所在地）〒111-0021 東京都台東区日本堤 2-25-8 

（電話）03-6458-1566 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 

 

 

 



 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときは、その旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



第１号様式（第３条関係） 

 

台東区個人情報ファイル簿（単票） 

 ファイル番号 3605 

個人情報ファイルの名称 いっとき保育受付簿 

行政機関等の名称 台東区長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称（所管課） 
区民部子ども家庭支援センター 

個人情報ファイルの利用目的 いっとき保育利用者情報を管理するために利用する。 

個人情報ファイルの保有開始日 ☑継続（令和５年４月１日以前） □新規（ 年 月 日） 

記録項目 

１.児童氏名、２.性別、３.生年月日、４.住所、５.保護者氏

名 

記録範囲 いっとき保育利用申請書を提出した者及びその児童 

記録情報の収集方法 本人から徴取 

要配慮個人情報の有無 □有  ☑無 

記録情報の目的外利用の有無 □有  ☑無 

記録情報の経常的提供先の有無 □有  ☑無（                  ） 

外部委託の有無 ☑有  □無 

特定個人情報の該当性 □該当する ☑該当しない 

個人番号の利用根拠（特定個人情報に該

当する場合のみ） 

□番号法第９条第１項：別表第１項番（  ） 

□番号法第９条第２項：根拠条例（           ） 

□番号法第９条第４項 

□その他（                     ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

【開示・訂正・利用停止請求先】 

（名 称）総務部 総務課 文書係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1055 

【個人情報ファイルの内容に関する連絡先】 

（名 称）子ども家庭支援センター 

（所在地）〒111-0021 東京都台東区日本堤 2-25-8 

（電話）03-6458-1566 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 

 

－ 

 



 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときは、その旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



第１号様式（第３条関係） 

 

台東区個人情報ファイル簿（単票） 

 ファイル番号 3606 

個人情報ファイルの名称 いっとき保育利用状況一覧表 

行政機関等の名称 台東区長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称（所管課） 
区民部子ども家庭支援センター 

個人情報ファイルの利用目的 いっとき保育利用状況を把握するために利用する。 

個人情報ファイルの保有開始日 ☑継続（令和５年４月１日以前） □新規（ 年 月 日） 

記録項目 

１.児童氏名、２.年齢、３. 保護者氏名、４.兄弟姉妹利用、

５.利用日数、６.利用事由、７.利用時間、８.昼食回数、９.

おやつ回数、１０.利用者負担金  

記録範囲 いっとき保育を利用した者及びその児童 

記録情報の収集方法 本人から徴取 

要配慮個人情報の有無 □有  ☑無 

記録情報の目的外利用の有無 □有  ☑無 

記録情報の経常的提供先の有無 □有  ☑無（                  ） 

外部委託の有無 □有  ☑無 

特定個人情報の該当性 □該当する ☑該当しない 

個人番号の利用根拠（特定個人情報に該

当する場合のみ） 

□番号法第９条第１項：別表第１項番（  ） 

□番号法第９条第２項：根拠条例（           ） 

□番号法第９条第４項 

□その他（                     ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

【開示・訂正・利用停止請求先】 

（名 称）総務部 総務課 文書係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1055 

【個人情報ファイルの内容に関する連絡先】 

（名 称）子ども家庭支援センター 

（所在地）〒111-0021 東京都台東区日本堤 2-25-8 

（電話）03-6458-1566 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 

 

－ 

 



 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときは、その旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



第１号様式（第３条関係） 

 

台東区個人情報ファイル簿（単票） 

 ファイル番号 3607 

個人情報ファイルの名称 ベビーシッター利用支援事業（一時預かり利用）集計表 

行政機関等の名称 台東区長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称（所管課） 
区民部子ども家庭支援センター 

個人情報ファイルの利用目的 
ベビーシッター利用支援事業（一時預かり利用）の申請者情報

を管理するために利用する。 

個人情報ファイルの保有開始日 ☑継続（令和５年４月１日以前） □新規（ 年 月 日） 

記録項目 

１.保護者氏名、２.児童氏名、３.利用ベビーシッター氏名、

４.児童生年月日、５.児童年齢、６.郵便番号、７．住所、８．

電話番号、９．金融機関、１０．利用事業者名 

記録範囲 
台東区ベビーシッター利用支援事業（一時預かり利用支援）補

助金交付申請書兼請求書を提出した者及びその児童 

記録情報の収集方法 本人から徴取 

要配慮個人情報の有無 □有  ☑無 

記録情報の目的外利用の有無 □有  ☑無 

記録情報の経常的提供先の有無 □有  ☑無（                  ） 

外部委託の有無 □有  ☑無 

特定個人情報の該当性 □該当する ☑該当しない 

個人番号の利用根拠（特定個人情報に該

当する場合のみ） 

□番号法第９条第１項：別表第１項番（  ） 

□番号法第９条第２項：根拠条例（           ） 

□番号法第９条第４項 

□その他（                     ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

【開示・訂正・利用停止請求先】 

（名 称）総務部 総務課 文書係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1055 

【個人情報ファイルの内容に関する連絡先】 

（名 称）子ども家庭支援センター 

（所在地）〒111-0021 東京都台東区日本堤 2-25-8 

（電話）03-6458-1566 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 

 

― 

 



 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときは、その旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



第１号様式（第３条関係） 

 

台東区個人情報ファイル簿（単票） 

 ファイル番号 3608 

個人情報ファイルの名称 児童相談支援システム 

行政機関等の名称 台東区長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称（所管課） 
区民部子ども家庭支援センター 

個人情報ファイルの利用目的 要保護児童等に関する相談業務を行うために利用する。 

個人情報ファイルの保有開始日 ☑継続（令和５年４月１日以前） □新規（ 年 月 日） 

記録項目 

１.児童氏名、２.保護者氏名、３.性別、４.生年月日、５.死

亡年月日、６.本籍、７.住所、８.電話番号、９.家族状況、１

０.健康状態、１１.病歴、１２.障害の有無・程度、１３.勤務

先、１４.所属先（学校、保育園、幼稚園等）状況、１５.相談

記録、１６.経済状況、１７.生活状況 

記録範囲 児童、保護者、兄弟姉妹、親戚及びその他関係者 

記録情報の収集方法 

本人から徴取、家族から徴取、親族から徴取、その他関係者か

ら徴取、要保護児童支援ネットワーク関係機関から徴取、他自

治体から徴取、住民記録システム閲覧、住民税システム閲覧、

国民健康保険システム閲覧、保健システム閲覧、障害システム

閲覧 

要配慮個人情報の有無 ☑有  □無 

記録情報の目的外利用の有無 □有  ☑無 

記録情報の経常的提供先の有無 
☑有（要保護児童支援ネットワーク関係機関（警察、家庭裁判

所、東京都等））  □無 

外部委託の有無 □有  ☑無 

特定個人情報の該当性 □該当する ☑該当しない 

個人番号の利用根拠（特定個人情報に該

当する場合のみ） 

□番号法第９条第１項：別表第１項番（  ） 

□番号法第９条第２項：根拠条例（           ） 

□番号法第９条第４項 

□その他（                     ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

【開示・訂正・利用停止請求先】 

（名 称）総務部 総務課 文書係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1055 

【個人情報ファイルの内容に関する連絡先】 

（名 称）子ども家庭支援センター 

（所在地）〒111-0021 東京都台東区日本堤 2-25-8 

（電話）03-6458-1566 



 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 

 

― 

 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときは、その旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



第１号様式（第３条関係） 

 

台東区個人情報ファイル簿（単票） 

 ファイル番号 3609 

個人情報ファイルの名称 未就園児童調査対象リスト 

行政機関等の名称 台東区長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称（所管課） 
区民部子ども家庭支援センター 

個人情報ファイルの利用目的 
乳幼児健診未受診者、未就園児、不就学児等の状況調査を実施

するために利用する。 

個人情報ファイルの保有開始日 ☑継続（令和５年４月１日以前） □新規（ 年 月 日） 

記録項目 

１.児童氏名、２.児童カナ氏名、３.生年月日、４.年齢、５.

性別、６.現住所 

記録範囲 

区内に住民票はあるが、乳幼児健診等の未受診や、未就園、不

就学等で、福祉サービス等を利用していないなど関係機関が状

況を確認できていない児童 

記録情報の収集方法 庁内関係部署から収集、関係機関に対し公用請求 

要配慮個人情報の有無 □有  ☑無 

記録情報の目的外利用の有無 □有  ☑無 

記録情報の経常的提供先の有無 □有  ☑無（                  ） 

外部委託の有無 □有  ☑無 

特定個人情報の該当性 □該当する ☑該当しない 

個人番号の利用根拠（特定個人情報に該

当する場合のみ） 

□番号法第９条第１項：別表第１項番（  ） 

□番号法第９条第２項：根拠条例（           ） 

□番号法第９条第４項 

□その他（                     ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

【開示・訂正・利用停止請求先】 

（名 称）総務部 総務課 文書係 

（所在地）〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6 

（電話） 03-5246-1055 

【個人情報ファイルの内容に関する連絡先】 

（名 称）子ども家庭支援センター 

（所在地）〒111-0021 東京都台東区日本堤 2-25-8 

（電話）03-6458-1566 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 

 

― 

 



 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときは、その旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 


